
 資料 1 

令和７年度 第３回甲斐市水道審議会 委員意見と回答 

 

意見 回答 
ビジョン 

対応ページ 

・ 主要施策 15 について、老朽化対策等で増

大する費用に対して料金見直検討を必要に

応じて行わなければならない意図を端的

に伝えるためには、「定期的な水道料金の

見直し検討」ではなく、「必要に応じた水道

料金の見直し検討」と表現するのが適切で

はないか。（P６１） 

・ 主要施策 15 のタイトルを「必要に応じた

水道料金の見直し検討」と表現を修正し、

施策内容についてもタイトルに沿う形で一

部文言の修正を行いました。 
P47 

P51 

P６1 

・ 各表の黄色塗りつぶしの意図は何か。

（P11～13） 

・ 平成２７年度の策定時点の内容から、令和

３年度の中間見直し時に取組の強化を図っ

た施策であることを示すため、着色・強調

しています。 

- 

・ 表の「計」が１００％となっている意味は何

か。（P１４） 

・ 表の「計」は主要施策の全体数を示してい

ます。進捗評価は、主要施策をＡ～Ｃの３段

階で評価したものであり、該当施策が全体

数に占める割合を併せて記載しています。

よって、表の「計」は主要施策の全体数であ

る１００％となります。 

・ 本文中に記載している「達成率」は、これら

表のうち評価がＡに該当する施策の割合と

なります。 

- 

※記載しているページ数は、いずれも内容確認用として１０月８日付けでお送りした「甲斐市第３次水道ビ

ジョン（素案）」を指します。 

※回答は全委員からいただいていますが、意見等がない場合は省略をしています。 







 

 

 



 

 

 



 資料３ 

令和 年 月 日 
 
甲斐市水道事業管理者 
甲斐市長 保 坂  武 様 
 

甲斐市水道審議会       
会 長 清 水 正 二   

 
甲斐市第３次水道ビジョン策定に伴う 

「今後の水道事業の方向性」について（答申） 
 

令和７年７月 14 日付けで、当審議会に対して甲斐市第３次水道ビジョン策定に伴う

「今後の水道事業の方向性」について諮問がありましたので、次のとおり答申します。 
 

記 
 
これまで甲斐市水道事業では、甲斐市第２次水道ビジョンにおいて「かけがえのない安

全でおいしい水をいつまでも」を将来像として掲げ、適切な水質管理体制、水道施設の計

画的な更新、水道料金の見直し等の施策を進めてきました。 
一方で、人口減少や市民の節水意識の向上などによる水需要の減少は続いており、今後

もその傾向が続いていくことが予測されます。 
また、大規模地震等への対策についても、更なる加速化が求められていることから、今

後は、これまでも見られていた課題に対する施策を継続しつつ、危機管理体制の強化、財

政基盤の強化等の課題に対しては、より重点的に取り組む必要があります。 
甲斐市第３次水道ビジョン（案）では、甲斐市第２次水道ビジョンで掲げた将来像を踏

襲したうえで、これら近年顕著となっている課題の解決に向けた実現方策を示していま

す。本審議会での審議の結果、甲斐市第３次水道ビジョン（案）に掲げる「今後の水道事

業の方向性」については、以下に示す意見を付して、妥当と認めるところであります。 
 
① 事業経営の健全化、水道施設の更新工事の推進を図るために、財源の確保とともに

適正な技術職員の確保や育成に努めること 
② 今後想定される大規模災害に備え、水道施設の耐震化・耐水化に係る取組を進める

ほか、応急復旧・応急給水体制の強化を図ること 
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甲斐市  

資料４ 

表紙のデザインは、今後変更予定 

素案 



 

■今後、市長の「ごあいさつ」を掲載予定 
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第1章 策定の趣旨と位置付け 

1.1 第３次水道ビジョン策定の趣旨 

国は、水道に関する重点的な政策課題と具体的な施策及び方策、工程等を示し、それを計画的

に実行していくための「地域水道ビジョン」の策定を推奨しています。 

これを受け、甲斐市では、効率的な事業経営のもとで将来にわたって安全で安心な水の供給確

保と災害時における安定的な給水を行うために、平成１９年度に「甲斐市水道ビジョン」（第１次水

道ビジョン）を策定しました。 

その後、地震対策の強化、施設の老朽化対策、少子化による人口の減少社会の到来、自然環境

の変化及びお客様のニーズの多様化など水道を取り巻く環境が大きく変化してきました。多様化

する課題に対応していくことを目的として、平成２７年度に第２次水道ビジョンを策定し、計画期

間の中の令和３年度には中間見直しを行い、事業の方向性や施策の改善を図っています。 

今回、第２次水道ビジョンの計画期間が令和７年度をもって終了することに伴い、第２次水道ビ

ジョンのフォローアップを踏まえつつ、地区別水需要の変化など新たに発生した課題などに対応

するため、計画期間を令和８年度から令和１７年度までの１０年間における将来的な水道事業の指

針として第３次水道ビジョンを策定し、水道事業の長期構想をとりまとめました。 

 

1.2 計画の位置づけ・計画期間 

第３次水道ビジョンは、「甲斐市総合計画」の基本理念である「緑と活力あふれる生活快適都市」

を念頭に、甲斐市水道事業として中・長期的な施策の方向性を示したもので、国が示した新水道

ビジョンの３つの主要政策課題（「安全」、「強靭」、「持続」）を基に、将来にわたって、水道水の安

全・確実な給水・供給体制の持続性の確保に努めていくものです。 

計画期間は、令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度までの１０年間とし、関連計画にて掲

げられた目標と整合性を図りながら、この間に実施すべき計画を策定しました。なお、実施にあた

っては、事業の効率化の検討や財政状況を勘案し、合理的な計画実行を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 甲斐市第３次水道ビジョンの位置づけ 

第 3 次甲斐市総合計画 

甲斐市第３次水道ビジョン 

計画期間：令和８年度～令和１７年度 

＜国＞ 

新水道ビジョン 

水道法改正 

関連計画 

・山梨県水道ビジョン 

・山梨県水道広域化推進プラン 

・上下水道耐震化計画 

・甲斐市国土強靱化地域計画 

下位計画 

・甲斐市水道事業アセットマネジメント計画 

・甲斐市水道事業経営戦略 

連携 

本計画 
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第2章 事業概要 

2.1 甲斐市の概要 

（１）自然条件 

甲斐市は、山梨県の北西部に位置し、南北

に細長い地形で北は北杜市、南は昭和町、東

は甲府市、西は韮崎市・南アルプス市の４市１

町と接しており、面積は 71.95km2 で、山梨

県の面積の１.６%を占めています。地形は、

山地・丘陵地・台地・平地で構成されており、

市北部は標高１,７００ｍ級の山々が連なる山

地、中部は山地の裾野の標高３００～５００ｍ

に丘陵地、南部は赤坂大地と甲府盆地の底

部にあたる平地で形成されています。 

 
図 2.1 甲斐市の位置図 

 

（２）社会条件 

本市の人口は、県都甲府市に隣接し、居住環境に恵まれた立地条件もあり、令和５年度まで人

口は増加し続けていましたが、直近の令和６年度では減少に転じています。 

地区別にみると、竜王・敷島地区の人口が減少傾向を呈しているのに対し、双葉地区の人口は

増加傾向となっており、地区毎に傾向が異なっています。 

 

 

図 2.2 地区別人口の推移  
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2.2 水道事業の概要 

2.2.1 事業の沿革 

(1) 上水道事業 

甲斐市上水道事業は、適正水圧による安定供給の観点から、地域間を超えた配水方式の再

編を行い、平成２８年度に竜王及び双葉上水道事業を統合し、令和６年度の認可変更を経て、

計画給水人口５７,０００人、計画一日最大給水量２５,０００m3/日として事業を進めてきました。 

 

表 2.1 上水道事業の概要 

 

事業名 

 

 

最終認可年 

 

計画 

給水人口 

（人） 

R6 

給水人口 

（人） 

計画一日 

最大給水量 

（m3/日） 

R6 一日 

最大給水量 

（m3/日） 

甲斐市 

上水道事業 
R6 57,000 56,264 25,000 21,251 

 

(2) 簡易水道 

1) 睦沢・清水簡易水道事業 

睦沢簡易水道事業は昭和３３年１１月、清川簡易水道事業は平成４年４月にそれぞれ認可

を受け、事業を進めてきました。その後、平成１３年４月に施設の合理化を目的とした事業統

合を行った後、平成１６年に計画給水人口１,０４４人、計画一日最大給水量５５２m3/日の事

業変更認可を受け、現在に至っています。 

 

2) 吉沢簡易水道事業 

吉沢簡易水道事業は、昭和５２年８月に創設し、計画給水人口６５０人、計画一日最大給水

量４００m3/日で給水を開始しました。その後、平成１６年に計画給水人口６００人、計画一日

最大給水量２２６m3/日の事業変更認可を受け、現在に至っています。 

 

表 2.2 簡易水道事業の概要 

 

事業名 

 

 

最終認可年 

 

計画 

給水人口 

（人） 

R6 

給水人口 

（人） 

計画一日 

最大給水量 

（m3/日） 

R6 一日 

最大給水量 

（m3/日） 

睦沢・清川 H16 1,044 530 552 674 

吉沢 H16 600 261 226 379 

計（２事業）  1,644 791 778 1,053   
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2.2.2 水道施設の概要 

給水区域面積は２７.２７ｋ㎡（行政区域面積７１.９５ｋ㎡）であり、行政区域面積の３７.９％の範

囲に給水を行っています。上水道事業は給水区域を１９の配水区域に整理しています。また、簡易

水道は睦沢・清川区域と吉沢区域に区分されています。なお、敷島地区は甲府市上水道事業より

給水されています。 

 
図 2.3 給水区域図（上水道事業）  
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図 2.4 給水区域図（簡易水道事業）  
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(1) 上水道事業 

図 2.5 は一般的な水道施設の区分を示したものです。ダムや河川から取水した原水を浄水

場でろ過や塩素消毒等を施した後に高台等に設けた配水池から各家庭に給水するという方法

がとられています。本市の水源である深井戸の水質は清廉であるため、濁度等を取り除くため

の特別な浄水施設を必要としません。そのため、水道施設は主に取水、浄水（取水後の塩素消

毒）、送水、配水施設からなります。 

また、本市では峡北地域広域水道企業団から送られてきた水を三島配水池や笠石配水池に

て受水しており、本市水源の水と合わせて各家庭に給水しています。 

配水池からの配水は、地形の高低差を活かした自然流下方式とポンプによる加圧で配水す

るポンプ加圧方式の両方式を採用しています。 

 

 

出典：山梨県の水道図 

図 2.5 水道施設の区分 

 

表 2.3 上水道事業 施設・管路一覧 

 

   

令和6年度末時点（箇所）

深井戸 表流水 浄水受水 自然流下 ポンプ圧送
竜王地区 13 0 0 1 2 6
双葉地区 10 0 1 0 8 3

計 23 0 1 1 10 9

令和6年度末時点（箇所）

用途別延長
総計

※管路総計には導水管・送水管・配水管以外の管路も含む

導水管 送水管 配水管

上水道
事業

0.00km 6.81km 367.17km
373.98km

管路

水源
送水場

配水池

上水道
事業

施設
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図 2.6 竜王区域水道フロー図  

深井戸水源

PC造配水池

配水区

竜
王
区
域

凡例

ポンプ場

SUS造配水池

第2水源

第5水源

第10水源

第11水源

第8水源

第9水源

第17水源 玉川配水池

宮ノ前送水場 片瀬配水区

篠原配水区

玉川配水区

Ｐ

大原配水区

第12水源

第15水源

竜王配水区

第6水源

第14水源

西八幡配水区

第7水源 万才配水区

第13水源 冷間配水区冷間配水池

万才配水池

西八幡配水池

竜王配水池

篠原配水池

片瀬配水池

大原配水池

1,100ｍ3/日 Ｖ＝1,500ｍ3

600ｍ3/日

400ｍ3/日 Ｖ＝249ｍ3 Ｖ＝1,880ｍ3

2,700ｍ3/日

2,800ｍ3/日

2,100ｍ3/日

3,000ｍ3/日

2,100ｍ3/日

1,790ｍ3/日

1,840ｍ3/日

2,500ｍ3/日

3,000ｍ3/日

1,870ｍ3/日

Ｖ＝2,200ｍ3

Ｖ＝3,000ｍ3

Ｖ＝1,000ｍ3

Ｖ＝1,000ｍ3

Ｖ＝3,000ｍ3

Ｖ＝1,000ｍ3

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ



8 

 

図 2.7 双葉区域水道フロー図  

深井戸水源

PC造配水池
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配水区

RC造配水池
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水道企業団
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駒沢水源

笠石水源

企業団

菖蒲沢水源

新田水源

双葉東

小学校水源

下今井水源

二ツ溜水源

三島配水池

駒沢配水池

笠石配水池

菖蒲沢配水池

新田第１

配水池

双葉中学校

配水池

双葉東小学校

配水池

下今井配水池

新田第２

配水池

三島配水区

駒沢配水区

笠石第1

配水区

笠石第2

配水区

菖蒲沢配水区

双葉中学校

配水区

双葉東小学校

配水区

下今井配水区

二ツ溜配水区
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新田第１

配水区

Ｐ

Ｐ
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Ｖ＝200ｍ3

500ｍ3/日

1,400ｍ3/日

1,600ｍ3/日

1,000ｍ3/日

1,000ｍ3/日

400ｍ3/日

1,500ｍ3/日

Ｐ

Ｖ＝215ｍ3

Ｖ＝500ｍ3

Ｖ＝215ｍ3

Ｖ＝200ｍ3 Ｖ＝95ｍ3

Ｖ＝200ｍ3

Ｖ＝200ｍ3

Ｖ＝400ｍ3

Ｖ＝1,000ｍ3

第2水源

双葉中学校

第1水源

700ｍ3/日
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(2) 簡易水道事業 

水源は深井戸と表流水を利用しており、表流水を水源とする清川浄水場では急速ろ過方式

による浄水処理を行っています。また、地形や集落の特徴に応じて送水ポンプ場を設けている

ほか、配管内の水圧を調整するために減圧井を設置しています。 

加圧ポンプによる配水を行っている地域もありますが、基本的に自然流下方式にて配水して

います。 

 

表 2.4 簡易水道事業 施設一覧 

 

 

 

図 2.8 吉沢簡易水道フロー図   

令和6年度末時点（箇所）

深井戸 表流水 浄水受水 自然流下 ポンプ圧送
睦沢 1 0 0 3 3 0
清川 0 1 0 0 2 1
吉沢 1 0 0 2 2 0
計 2 1 0 5 7 1

令和6年度末時点（箇所）

用途別延長
総計

※吉沢地区は水源に送水ポンプが附帯されている
※管路総計には導水管・送水管・配水管以外の管路も含む

簡易水道
事業

0.02km 5.52km 34.52km
40.06km

簡易水道
事業

管路
導水管 送水管 配水管

施設
水源

送水場
配水池

深井戸水源 RC造配水池 ポンプ場 配水区
凡
例

吉
沢
簡
易
水
道

吉沢水源 送水ポンプ場

第2配水池

Ｐ
送水ポンプ井・

ポンプ場 Ｐ
第1配水池

第1配水池

配水区

第2配水池

配水区

400ｍ3/日 Ｖ＝84ｍ3

Ｖ＝128ｍ3
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図 2.9 睦沢・清川簡易水道フロー図   

表流水水源 浄水場 ポンプ場 配水区

深井戸水源 RC造配水池 SUS造配水池 減圧井

凡
例

睦
沢
・
清
川
簡
易
水
道

清川水源

第1減圧井

高区配水区

清川浄水場 高区配水池

高区加圧

ポンプ場 Ｐ

低区配水池 第2減圧井

第1減圧井

配水区
低区配水区

第2減圧井

配水区

第5減圧井 第3減圧井

第4減圧井

配水区

第3減圧井

配水区

第4減圧井

第6減圧井
第6減圧井

配水区

第5減圧井

配水区

睦沢水源 睦沢配水池 睦沢配水区

漆戸加圧ポンプ

井・ポンプ場 Ｐ

送水ポンプ井

・ポンプ場 Ｐ
漆戸配水池

漆戸配水区

242ｍ3/日 V＝555ｍ3 V＝90ｍ3

V＝170ｍ3 V＝35.1ｍ3V＝8.64ｍ3

V＝32.5ｍ3 V＝32.5ｍ3

V＝32.5ｍ3

V＝32.5ｍ3

V＝30ｍ3

V＝284.1ｍ3

V＝63ｍ3

332ｍ3/日

送水ポンプ井

・ポンプ場 Ｐ
クライン

ガルテン
配水池

V＝52ｍ3

V＝26.4ｍ3

表流水水源 浄水場 ポンプ場 配水区

深井戸水源 RC造配水池 SUS造配水池 減圧井

凡
例

睦
沢
・
清
川
簡
易
水
道

清川水源

第1減圧井

高区配水区

清川浄水場 高区配水池

高区加圧

ポンプ場 Ｐ

低区配水池 第2減圧井

第1減圧井

配水区
低区配水区

第2減圧井

配水区

第5減圧井 第3減圧井

第4減圧井

配水区

第3減圧井

配水区

第4減圧井

第6減圧井
第6減圧井

配水区

第5減圧井

配水区

睦沢水源 睦沢配水池 睦沢配水区

漆戸加圧ポンプ

井・ポンプ場 Ｐ

送水ポンプ井

・ポンプ場 Ｐ
漆戸配水池

漆戸配水区

242ｍ3/日 V＝555ｍ3 V＝90ｍ3

V＝170ｍ3 V＝35.1ｍ3V＝8.64ｍ3

V＝32.5ｍ3 V＝32.5ｍ3

V＝32.5ｍ3

V＝32.5ｍ3

V＝30ｍ3

V＝284.1ｍ3

V＝63ｍ3

332ｍ3/日

送水ポンプ井

・ポンプ場 Ｐ
クライン

ガルテン
配水池

V＝52ｍ3

V＝26.4ｍ3
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第3章 水道事業の現状 

3.1 第２次水道ビジョンの進捗評価 

3.1.1 第２次水道ビジョンにおける実現方策と主要施策 

第２次水道ビジョンの中間見直しでは、第２次水道ビジョンの実現方策と主要施策の取組内容

について評価を行い、施策の進捗状況や新たな課題を整理しています。また、課題解決が必要な

取り組みについて強化を行い、目標達成に向けて取り組んできました。 

第２次水道ビジョンの中間見直し時点における実現方策と主要施策の内容は、表 3.3 に示す

とおりです。 

 

表 3.1 実現方策と主要施策数（上水道事業） 

 上水道事業 

安全 強靭 持続 

実現方策 4 8 6 

主要施策 8 11 10 

 

表 3.2 実現方策と取組内容（簡易水道事業） 

 簡易水道事業 

安全 強靭 持続 

実現方策 4 4 6 

主要施策 6 5 10 
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表 3.3 実現方策と主要施策（安全な水道） 

   

主要施策 概要

水質管理体制の
継続

水源の特徴変化に注視するととも
に、適切な水質管理を継続する。

○ ○

残留塩素対策
各配水区域の特徴を考慮し、適切な
次亜塩素酸ナトリウムの注入量を調
整していく。

○ ○

水道施設の
維持管理

外部委託の継続
検討

《上水》窓口業務をはじめとした外部
委託を継続する。
《簡水》包括委託の導入について検
討する。

○
（継続）

○
（検討）

主要管路等の更新

《上水》計画期間中に管路の健全度
を改善できるよう更新率の向上に努
める。
■更新率：2.7％/年
■更新距離：9.7㎞/年
《簡水》更新路線や地区の優先度の
把握に努める。

○ ○

アセットマネジメン
トによる老朽管更
新計画の実施

アセットマネジメントの考え方を取り
入れた管路更新計画を実施し、管路
更新の優先度を設定する。

○ ○

配水区域の見直し
《上水》双葉地区における配水区域の
効率化に引き続き取り組む。

○

減圧弁の設置
《上水》減圧弁を設置し、水圧の適正
化を目指す。

○

水道システムの
強化

水道システムの
強化

《上水》効率的な水道施設の運転管
理に努める。
《簡水》監視システム等の強化の必要
性について検討する。

○
（継続）

○
（検討）

■：中間見直し時に取組強化となった施策

上水 簡水
実現方策

【
安
全

】
安
全
な
水
道

水質管理体制の
継続

水道施設の
計画的な整備
と更新

第２次水道ビジョンの施策体系
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表 3.4 実現方策と主要施策（安定性の高い水道） 

 

主要施策 概要

主要施設の耐震化
《簡水》簡易な耐震診断の実施に努
める。

○

基幹管路の耐震化

《上水》計画期間中に、耐震化率を
100%まで改善することを目標に、
計画的に事業を実施する。
※基幹管路は市独自で設定したもの
（配水池から指定避難所等）

○

緊急遮断弁の設置
《上水》新たな給水拠点となる施設に
ついて、緊急遮断弁及び応急給水栓
の設置を推進する。

○

応急復旧・応急
給水体制の整備

現在のマニュアルを活用し、訓練や
改善に取り組む。
水道事業BCP（事業継続計画）等の
新たな計画の策定の必要性につい
て検討する。

○ ○

人為的災害の予防
定期的な巡視に加え、警報装置等の
機械警備により、効率的な安全管理
を実施していく。

○ ○

配水ブロック間の
相互融通機能の
強化

《上水》相互融通が可能な場合は連
絡管によりブロックを連結する。
《上水》管路の更新工事と並行して、
各配水ブロックの相互融通について
検討を行う。

○

隣接都市との相互
連絡体制の強化

《上水》緊急連絡管等の整備につい
て、県の水道広域化に関する方針を
踏まえつつ、検討を進める。

○

使用者サービス
の向上

受付業務サービス
の充実

《上水》平日窓口の営業時間延長や
土曜日窓口受付を継続する。

○

情報公開・広報
活動の推進

積極的な情報提供
と広報活動

《上水》「甲斐のうまい水だより」を年
3回発行し、上水道事業に関する情
報発信を行う。
《簡水》広報や防災無線等を通じて
情報の周知を行う。

○ ○

使用者の管理
責任の負担軽減

給水メーターまで
の維持管理の継続

平成30年の水道法の一部改正に伴
い、指定給水装置工事事業者の指定
の有効期限が更新制に変わったこと
を受け、令和4年度からの更新手続
に向けた準備を行う。

○ ○

管路情報システ
ムの充実

管路情報システム
の充実

《上水》布設替え等の更新を随時行う
（管路属性等の更新も行う）

○

浸水被害の軽減 浸水被害の軽減
《上水》耐水化に向けた対策事例の
確認や対策が求められる対象施設の
確認に努める。

○

第２次水道ビジョンの施策体系（赤字：中間見直し時に追加された施策）
上水 簡水

実現方策

【
強
靭

】
安
定
性
の
高
い
水
道

地震対策の強化

危機管理体制の
強化

相互融通機能の
強化

■：中間見直し時に取組強化となった施策
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表 3.5 実現方策と主要施策（持続可能な健全経営） 

   

主要施策 概要

適正な水道料金
の設定

定期的な水道料金
の見直し検討

《上水》計画期間後期中に、料金改定
の検討を行う。改定時期と改定率は
最新実績を反映したものとする。
《簡水》負担の公平性に配慮しなが
ら、料金改定について検討する。

○ ○

健全な財務体質の
確保

《上水》健全な財務状態を継続でき
るよう努める。
《簡水》費用を抑えた事業の継続方
法について検討する。

○ ○

有収率の向上 有収率の改善に努める。 ○ ○

料金収納率の向上
今後も高い水準を維持できるよう、
取り組む。

○ ○

事業の効率化 コスト縮減の継続

耐久性の高い管種の採用、浅層埋設
による管路布設、下水道布設工事と
の同時施行等により、コスト縮減に
努める。

○ ○

若手職員の技術の
継承とOJTの実施

OJTを通じた若手への技術継承指
導に努める。

○ ○

専門職(スペシャリ
スト)の育成

設計や工事、会計等に精通したスペ
シャリストの確保と技術職員の増員
に努める。
研修等への積極的な参加を促してい
くほか、水道技術管理者等の資格取
得に向けた支援を行う。

○ ○

省エネルギー
対策の推進

施設の
省エネルギー化

機械・電気設備の更新時に、省エネ型
の機器を導入する。

○ ○

省エネ型車両導入
の検討

車両の更新の際に、低燃費の車両へ
の切り替えを行う。

○ ○

資源リサイクルの推
進

建設リサイクルに関する法律に基づ
いた処理を行う。

○ ○

第２次水道ビジョンの施策体系
上水 簡水

実現方策

■：中間見直し時に取組強化となった施策

【
持
続

】
持
続
可
能
な
健
全
経
営

財政基盤の強化

人材育成と技術
の継承

環境に配慮した
事業の推進
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3.1.2 進捗評価 

中間見直し時に再設定した取組内容の達成状況の確認として、主要施策の進捗評価を行いま

した。次頁以降に示す表 3.8～表 3.10 で整理した令和７年度時点の進捗状況を基に、各施策

について下記 A～C の３段階にて評価を行いました。 

上水道事業は、全ての主要施策について着手しており、主要施策の達成率は、安全：75.0％、

強靭：81.8％、持続：60.0％となっています。 

簡易水道事業は、一部着手できていない主要施策もありますが、主要施策の達成率は、安全：

66.7％、強靭：80.0％、持続：50.0％となっています。 

 

＜実現方策の進捗評価＞ 

 A：達成 

 B：着手はしているが不十分（目標に達成していない、未完了等） 

 C：着手できていない 

 

表 3.6 進捗評価（上水道事業） 

 上水道事業 

安全 強靭 持続 

進捗評価 

A 6 （75.0%） 9 （81.8%） 6 （60.0%） 

B 2 （25.0%） 2 （18.2%） 4 （40.0%） 

C 0 （0.0%） 0 （0.0%） 0 （0.0%） 

計 8 （100.0%） 11 （100.0%） 10 （100.0%） 

 

表 3.7 進捗評価（簡易水道事業） 

 簡易水道事業 

安全 強靭 持続 

進捗評価 

A 4 （66.7%） 4 （80.0%） 5 （50.0%） 

B 0 （0.0%） 0 （0.0%） 2 （20.0%） 

C 2 （33.3%） 1 （20.0%） 3 （30.0%） 

計 6 （100.0%） 5 （100.0%） 10 （100.0%） 
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(1) 「安全な水道」の実現に向けた取組 

「安全な水道」の実現に向けた取組は、主に水質・水道施設の維持管理継続のほか、水道施設

の計画的な更新が対象となります。各施策の取組状況は、以下のとおりです。 

 

1) 上水道事業 

主要管路等の更新（進捗評価 B）については、水道水供給の根幹となる施設の更新や避難

所に近い主要管路の耐震化を計画的に進めていますが、更新が遅れています。 

また、配水区域の見直し（進捗評価 B）については、現状の水需要を考慮し、最適な配水方

法・配水区域の構築のため、検討を進めています。 

 

2) 簡易水道事業 

外部委託の継続検討（進捗評価 C）、主要管路の更新（進捗評価 C）については、財政状況

や人員等の関係から、着手が遅れている状況です。 

 

表 3.8 取組内容の進捗評価（安全） 

   

主要施策 上水 簡水

水質管理体制の
継続

毎年水質試験計画を作成し、計画に沿って水質
検査を実施している。
水質管理設定目標項目として、令和2年度から
有機フッ素化合物を調査項目に追加している。

A A

残留塩素対策
適切な残留塩素濃度を確保できている。
令和7年に全配水場の残留塩素計設置が完了
となる。

A A

水道施設の維持
管理

外部委託の継続
検討

《上水》窓口業務、施設運転・管理・定期点検、水
質検査、検針業務、マッピングデータの年次更
新を委託している。
《簡水》施設の維持管理は現在も職員が行って
おり、外部委託の検討は出来ていない。

A C

主要管路等の更新

《上水》改善しているが目標値に達していない。
　計画：更新率2.7%/年、更新延長9.7km/年
　実績：更新率1.5%/年、更新延長5.6km/年
《簡水》管路の更新工事は実施されていない。

B C

アセットマネジメン
トによる老朽管更
新計画の実施

平成28年度にアセットマネジメント計画を策定
し、平成29年度に老朽管更新に必要な事業規
模を整理している。

A A

配水区域の見直し

令和7年に新田と菖蒲澤の区域境界を変更。
片瀬配水場に建設中の増圧ポンプ場が稼働
後、下今井配水場を廃止し、片瀬・大原・下今井
の区域境界の変更を予定している。

B -

減圧弁の設置
計画どおり減圧弁を設置し、高水圧地域は解消
されている。

A -

水道システムの
強化

水道システムの
強化

運転管理は第三者委託により民間のノウハウを
活用している。遠方監視システムを活用し、効率
的な監視体制を構築している。

A A

進捗評価

【
安
全

】
安
全
な
水
道

水質管理体制の
継続

水道施設の
計画的な整備
と更新

第２次水道ビジョン 取組内容の実施状況
（令和7年現在）実現方策
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(2) 「安定性の高い水道」の実現に向けた取組 

「安定性の高い水道」の実現に向けた取組は、主に災害対策や使用者サービス、広報活動のほ

か、使用者の管理責任の負担軽減が対象となります。各施策の取組状況は、以下のとおりです。 

 

1) 上水道事業 

基幹管路の耐震化（進捗評価 B）については、主要管路等の更新と同様に、耐震化を計画

的に進めていますが、更新が遅れている状況です。 

また、隣接都市との相互連絡体制の強化（進捗評価 B）については、緊急連絡管の検討を、

県の水道広域化に関する方針の進捗を踏まえ進めていきます。 

 

2) 簡易水道事業 

主要施設の耐震化（進捗評価 C）については、令和７年現在は一部施設の耐震診断が未実

施となっています。 

表 3.9 取組内容の進捗評価（強靭） 

 

主要施策 上水 簡水

主要施設の耐震化 新たな耐震診断は未着手である。 - C

基幹管路の耐震化

改善しているが目標値に達していない。

　計画：基幹管路
※
の耐震化率100%

　実績：基幹管路
※
の耐震化率88.4％

※基幹管路は市独自で設定したもの（配水池か
ら指定避難所等）

B -

緊急遮断弁の設置
未設置の配水池はあるが、令和7時点で必要と
なる全ての配水池への設置が完了している。

A -

応急復旧・応急
給水体制の整備

応急復旧に備えた応急協定を締結している。
応急給水施設及び備品の整理や災害時の取水
体制などを整備している。

A A

人為的災害の予防
定期的な巡視に加え、各施設に機械警備を導
入し効率的な安全管理を実施している。

A A

配水ブロック間の
相互融通機能の
強化

相互融通が可能な場合は連絡管によりブロック
を連結している。管路更新工事と並行して、配
水ブロックの相互融通について検討している。

A -

隣接都市との相互
連絡体制の強化

災害時には給水区域を超えた応急給水提供を
可能とする協定を周辺自治体と交わしている。
緊急連絡管については、県の水道広域化に関
する方針を踏まえ、検討を進めていく。

B -

使用者サービス
の向上

受付業務サービス
の充実

平日窓口の営業時間の延長や土曜日窓口受付
を継続して実施している。

A -

情報公開・広報
活動の推進

積極的な情報提供
と広報活動

「甲斐のうまい水だより」を年３回発行し、取組
や財務状況について情報発信を行っている。

A A

使用者の管理責
任の負担軽減

給水メーターまで
の維持管理の継続

指定給水装置工事事業者の指定の有効期限に
ついて、毎年度更新手続きを行っている。

A A

管路情報システ
ムの充実

管路情報システム
の充実

更新管路情報の更新に加え、給水管取り出し工
事時に登録情報の確認及び更新を行っている。

A -

浸水被害の軽減 浸水被害の軽減
施設更新時において、浸水想定区域内の施設
は嵩上げを実施する。

A -

【
強
靭

】
安
定
性
の
高
い
水
道

地震対策の強化

危機管理体制の
強化

相互融通機能の
強化

第２次水道ビジョン

実現方策

取組内容の実施状況
（令和7年現在）

進捗評価
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(3) 「持続可能な健全経営」の実現に向けた取組 

「持続可能な健全経営」の実現に向けた取組は、主に財政基盤や事業の効率化のほか、環境

への配慮が対象となります。各施策の取組状況は、以下のとおりです。 

 

1) 上水道事業 

令和７年６月検針分から料金を値上げする等、健全な財務体制を継続しています。ただし、

令和６年度の有収率は８７.３％（令和２年度から１.９%減少）と減少傾向にあります。また、老

朽化対策に対応できる職員数の確保が課題となります。 

 

2) 簡易水道事業 

水道料金の見直しは未着手であり、一般会計からの繰入金に頼った経営状況となってい

ます。また、上水道事業同様に、令和６年度の有収率は５９.５％（令和2年度から1.6%減少）

と減少傾向にあります。また、上水道事業同様に、老朽化対策に対応できる職員数の確保が

課題となります。 

 

表 3.10 取組内容の進捗評価（持続） 

  

主要施策 上水 簡水

適正な水道料金
の設定

定期的な水道料金
の見直し検討

《上水》令和7年に料金値上げを実施した。
《簡水》水道料金の見直しは未着手である。

A C

健全な財務体質の
確保

《上水》財務は健全な状況である。
《簡水》一般会計に依存した経営となっている。

A C

有収率の向上
上水・簡水ともに減少傾向にある。
　《上水》R2年度：89.2%→R6年度：87.3%
　《簡水》R2年度：61.1%→R6年度：59.5%

B C

料金収納率の向上

料金収納率は上水で98％台後半、簡水で
99％台となっている。
《上水》令和元年度よりスマートフォンからの水
道料金納付システムを導入している。

A A

事業の効率化 コスト縮減の継続
耐久性の高い管種の採用、浅層埋設による管路
布設、下水道布設工事との同時施工により、コ
スト削減に努めている。

A A

若手職員の技術の
継承とOJTの実施

OJTを通じた若手への技術継承指導に努めて
いるが、老朽化に対応可能な職員数が足りてい
ない。

B B

専門職(スペシャリ
スト)の育成

研修等への積極的な参加や資格取得に向けた
支援を行っているが、その他の業務を踏まえる
と参加可能な職員数が足りていない。

B B

省エネルギー対
策の推進

施設の
省エネルギー化

機械、電気設備の更新時に省エネ型の機器を
導入している。

A A

省エネ型車両導入
の検討

《上水》導入を検討している。
《簡水》計画通り、導入できている。

B A

資源リサイクルの
推進

建設リサイクルに関する法律に基づいて適切に
処理している。（工事により発生した廃材等の
マニフェストによる利活用）

A A

【
持
続

】
持
続
可
能
な
健
全
経
営

財政基盤の強化

人材育成と技術
の継承

環境に配慮した
事業の推進

第２次水道ビジョン 取組内容の実施状況
（令和7年現在）

進捗評価

実現方策
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3.2 水需要の動向 

図 3.1～図 3.2 は、令和２年度～令和６年度の５年間における有収水量の動向を示していま

す。 

上水道事業では、事業全体では有収水量が令和２年度以降減少傾向にありますが、双葉地区で

は近年における人口増加に伴い増加傾向にあります。 

簡易水道事業では、５年間における有収水量は概ね横ばいに推移しています。 

これらのことから、地区ごとに水需要の動向が異なるため、将来必要となる水需要を予測し、

今後の水需要状況を踏まえた適正規模での施設更新（ダウンサイジング等）をしていく必要があ

ります。 

 

図 3.1 上水道事業 有収水量推移 

 

 

図 3.2 簡易水道事業 有収水量推移   
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3.3 水質の状況 

本市の水源は、赤坂台地における水源井(双葉中学新取水井)と釜無川扇状地における水源井

であり、第２次水道ビジョン策定以降の期間において、水質事故は発生していません。豪雨時や管

路破損に起因する水質の濁りが生じないように、河川や管路についてパトロールによる監視を行

い、状況を把握しています。 

また、水道水の安全性を確保するため、毎年、定期水質検査を実施しています。これまでの検査

結果は全ての水質基準に適合しており、安全に飲める水を市民へ提供しています。 

なお、令和８年４月より、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン

酸（PFOA）が水道水の水質基準として新たに設定されますが、本市では基準値より大きく下回

る結果となっています（基準値 50ng/L の１/１０未満（定量下限値未満））。 

 

   

≪龍王源水≫ 

本市では釜無川近くの水源（第１２取水井）の地下１００m の深井戸からくみ上げた水を

「龍王源水」として製造販売をしています。平成２３年度に行った山梨大学の国際流域環境

研究センターと甲斐市水道事務所との共同研究において、この水源の水について調べた

結果、「釜無川の伏流水」がもとになり、地下を流動するとき（２０年程度の間）に地中のカ

ルシウムやマグネシウムのミネラル分（カルシウムイオン、マグネシウムイオン等）が豊富に

溶け込んで中程度の軟水（硬度：１L あたり６０～１２０mg）になっていることが明らかとな

っています。また、賞味期限は５年であり、長期保存が可能であるため、災害備蓄用として

も活用されています。 
 

 

図 3.3 龍王源水 
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3.4 施設の状況 

3.4.1 老朽化の状況 

図 3.4 は、上水道事業の固定資産台帳から整理した令和６年度の健全度の区分別価格の割合

を示しています。 

健全度の区分別価格の割合は、健全資産が６７.4％、経年化資産・老朽化資産が 32.6％とな

っています。 

これらの資産は今後も老朽化が進んでいくことから、老朽化の進行を抑え水道施設を健全な

状態に保つため、施設更新の推進が重要と考えられます。また、水道事業の運営基盤となる水道

事務所も同様に老朽化が進んでおり、今後建て替えに向けた検討を行う必要があります。 

 

 

図 3.4 上水道事業 施設・管路の健全度（令和６年度） 

 

 

図 3.5 甲斐市水道事務所 
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経過年数が法定耐用年数

の1.5倍を超える資産

67.4%

19.1%

13.5%

健全資産 経年化資産 老朽化資産
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3.4.2 耐震化の状況 

本市水道施設のうち、上水道事業では配水池の耐震化が完了していますが、基幹管路の耐震

適合率は全国平均・県平均を下回っている状況です。また、本指標とは別に、市が独自で設定す

る基幹管路の耐震化率（配水池から指定避難所などへの管路のうち、耐震性のある管路の割合）

は 88.4％となっています。 

簡易水道事業では、配水池の耐震診断が一部未実施のため、耐震性能の把握が必要な状況です。 

 

■基幹管路 

…水道水を給水する上で、基幹となる重要な水道管

（導水管、送水管、配水本管） 

■基幹管路（耐震適合率） 

…基幹管路のうち、耐震適合性のある管の占める割合 

…耐震適合性のある管とは、耐震管（地震の際でも継

ぎ目の接合部分が離脱しない構造となっている管）

及び耐震管ではないが管路が布設された地盤の性

状を勘案すれば耐震性があると評価できる管 

図 3.6 施設の耐震性（上水道 令和４年度基準） 
 

表 3.11 配水池の耐震化状況（簡易水道） 

配水池名 
建設 

年度 

配水池容量 

（m3） 

耐震診断実施の有無 

診断結果 第２次水道 

ビジョン策定時 

簡易水道 

事業 

睦沢 

・ 

清川 

睦沢 H14 138 － － 

漆戸 H14 63 － － 

高区 H6 90 ×  

低区 H4 170 ×  

吉沢 
第 1 S52 84 ○ OK 

第 2 S52 128 ○ OK 

※耐震診断実施の有無の表中の記号は、以下を表します。 

○：耐震診断を実施しています。 / ×：耐震診断を実施していません。 / 

－：H9 以降に建設された施設は耐震性能を有しているため、耐震診断をする必要がありません。 

 

令和６年９月には、国が令和７年１月末を期限とした「上下水道耐震化計画」の策定を、全国の

事業体に要請しました。これは、上下水道の急所となる施設（その施設が機能を失えばシステム全

体が機能を失う最重要施設）や避難所等の重要施設に接続する管路について、上下水道一体で

耐震化を推進することを目的としたものとなっています。 

これを受け、本市においても、今後概ね２０年間で耐震化を完了することを目指し、「甲斐市 上

下水道耐震化計画」を策定しています。このうち令和７年度～１１年度の５年間では、災害拠点の

要である甲斐市役所竜王庁舎に関連する管路等、被災すると極めて大きな影響を及ぼす重要施

設に接続されている管路を最優先に、耐震化を進めていく計画としています。 

今後は、上下水道耐震化計画に沿って耐震化を進めつつ、将来の水運用の方向性を踏まえた

上で適宜見直しを図る等、効果的・効率的に耐震化を進めていく必要があると考えています。 
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3.4.3 維持管理の状況 

上水道事業については、水道施設の運転管理（浄水場及び配水池の監視・制御）及び維持管理

（システムや設備の点検・調査・修繕）を民間企業に委託を行って実施しています。 

これら運転管理・維持管理については、今後も民間委託を継続することを想定していますが、

簡易水道事業における外部委託の検討のほか、国の最新の動向等を踏まえ、委託範囲の検討や

新たな官民連携手法の導入に向けた調査等が必要になると思われます。 

 

3.4.4 指標による評価 

図 3.7～図 3.8 に示す指標は、本市における施設・管路状況について、類似団体による平均

値との比較を示しています。類似団体は、給水形態・給水人口規模・法の適用状況等により区分さ

れており、本市と類似した団体で構成されています（上水道事業：188 団体、簡易水道事業：53

団体 ※令和５年度時点、本市を含む）。これら類似団体との比較により、本市水道事業や水道施

設の状況を、客観的に把握することが可能となります。 

上水道事業における施設利用率は、類似団体の平均値に対して低い数値となっています。管路

更新率は上昇傾向にありますが、管路経年化率も同様に上昇しており、管路更新による健全度の

改善はできていない状況です。また、有収率は、類似団体の平均値に対して同等の数値となって

いますが、経年的に減少傾向にあります。 

簡易水道事業における施設利用率は令和４年度まで上昇傾向にありましたが、以降減少傾向と

なっています。管路経年化率は横ばいの推移ですが、管路更新が行えておらず、将来的に上昇す

る可能性があります。また、有収率は類似団体の平均値に対して低い数値となっており、経年的

に減少傾向にあります。 

これらのことから、今後の水需要状況を踏まえた適正規模での施設更新（ダウンサイジング）や、

経年化状況・利用状況等を考慮した、計画的な管路更新を推進していく必要があります。 

 

  
図 3.7 指標による評価（施設利用率）   

計算式

（一日平均配水量÷一日配水能力）×100

説明

一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の
利用状況や適正規模を判断する指標です。

高い方が良い
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（一日平均配水量÷一日配水能力）×100

説明

一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の
利用状況や適正規模を判断する指標です。
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図 3.8 指標による評価（有収率、管路更新率、管路経年化率） 

計算式

（年間総有収水量÷年間総配水量）×100

説明

施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標です。

高い方が良い
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（上水）有収率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：89.4

高い方が良い

計算式

（年間総有収水量÷年間総配水量）×100

説明

施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標です。

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6
甲斐市 61.1 63.3 59.9 57.9 59.5

平均値 61.3 60.9 61.0 63.4

（簡水）有収率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：71.5

計算式

（当該年度に更新した管路延長÷管路延長）×100

説明

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標であり、管路
の更新ペースや状況を表しております。

高い方が良い

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6
甲斐市 0.5 0.8 0.5 1.1 1.5

平均値 0.6 0.6 0.6 0.5

（上水）管路更新率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：0.6

高い方が良い

計算式

（当該年度に更新した管路延長÷管路延長）×100

説明

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標であり、管路
の更新ペースや状況を表しております。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6
甲斐市 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

平均値 1.0 0.4 0.2 0.9

（簡水）管路更新率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：0.5

低い方が良い

計算式

（法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長）×100

説明

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標であり、管
路の老朽化度合を表しております。

0

10

20

30

40

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6

甲斐市 10.6 10.9 12.6 12.5 15.9

平均値 18.3 20.3 21.7 23.2

（上水）管路経年化率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：25.4

低い方が良い

計算式

（法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長）×100

説明

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標であり、管

路の老朽化度合を表しております。

0

10

20

30

40

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6
甲斐市 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0

平均値 18.8 18.1 14.3 12.8

管路経年化率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：19.2
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3.5 経営の状況 

3.5.1 水道料金体系 

上水道事業における竜王・双葉地区の水道料金は、基本料金・超過水量料金・メーター使用料の

総計で算定されており、基本料金及び超過水量料金では一般用と臨時用等に区分された用途別

料金体系を採用しています。また、老朽化した水道施設の更新や、自然災害への備えとして耐震

化工事などの対策を計画的に実施し、将来にわたり安心・安全な水道水を安定供給するため、令

和７年４月１日（令和７年６月検針分）から料金改定を実施しており、基本料金及び超過水量料金

をそれぞれ約２５％改定したものとなります。 

なお、敷島地区は甲府市上下水道局が給水している地区のため、表 3.12 とは異なり、甲府市

水道事業が定めた水道料金が適用されます。 

簡易水道事業における水道料金は、口径別基本料金と従量料金の総計で算定されており、従

量料金では一般用・営業用・臨時用の用途別料金体系を採用しています。 

表 3.14 は、水量別に上水道事業・簡易水道事業における水道料金の計算例を示したもので

す。使用水量が少ない場合（15m3）は上水道事業の方が簡易水道事業と比べて水道料金が安く

なりますが、使用水量が多くなる（30m3）と簡易水道事業の方が上水道事業と比べて水道料金

が安くなります。給水収益の確保を図り、本市の水道料金体系では基本料金内に一定量の水量使

用を見込んでいますが、使用水量 20m3 未満の節水努力が水道料金へ反映されない料金体系と

なっています。 

 

表 3.12 水道料金体系（上水道 竜王・双葉地区） 

 

①基本料金 (2ヵ月・税別）

用途
料金
(円)

備考

専用・共用給水装置(一般用) 2,150 20m3まで
特別給水装置(臨時用等) 8,376

その他 - 特別なものについては別に使用料の協定が可能

②超過水量料金 (2ヵ月・税別）

用途
料金

(円/m3)
備考

161 21～40m3まで
189 41～80m3まで
216 81～120m3まで
216 121m3以上

特別給水装置(臨時用等) 244

その他 - 特別なものについては別に使用料の協定が可能

③メーター使用料 (2ヵ月・税別）

口径
使用料
(円)

備考

13mm 120

20mm 240

25mm 260

30mm 260

40mm 500

50mm 2,600

75mm 3,200

専用・共用給水装置(一般用)
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表 3.13 水道料金体系（簡易水道） 

 
 

表 3.14 水道料金の計算例（一般用、口径１３ｍｍ） 

 
   

(2ヵ月・税別）

0～20m3 21m3～

13mm 1,400
20mm 2,600
25mm 3,600
40mm 8,000
50mm 12,000
その他

1,200

一般用：80円/m3

営業用：90円/m3

臨時用：90円/m3

特別なものについては別に使用料の協定が可能

口径
基本料金

（円）
従量料金　（円/m3）

上水道事業
（竜王・双葉地区）

簡易水道事業

基本料金 2,150 1,400

従量料金

（20m3までの分）
1,200

メーター使用料 120

計 2,270 2,600

基本料金 2,150 1,400

従量料金

（20m3までの分）
1,200

1,610 800

（10ｍ3×161円） （10ｍ3×80円）

メーター使用料 120

計 3,880 3,400

使用水量
（2ヵ月あたり）

項目

水道料金（円、税別）

15m3
超過水量料金/従量料金

（20m3を超える分）

30m3
超過水量料金/従量料金

（20m3を超える分）

00
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3.5.2 収益的収支・資本的収支の推移 

(1) 上水道事業 

上水道事業における令和２年度～令和６年度の財政状況は、表 3.15 に示すとおりです。 

上水道事業では、収益的収支における収入が支出を上回っており、資金残高も１２～１３億円

程度を確保できていることから健全な経営状況を継続できています。令和２年度～令和６年度

にかけて収益的収支の損益（利益）は減少傾向となっていますが、令和７年４月に実施した料金

改定により、今後改善される見込みです。ただし、資本的収支の不足額が増加傾向にあること、

今後も水需要の減少が見込まれることを踏まえ、定期的に適正な水道料金についての検討を

行うなど、資金確保に係る取組を継続する必要があります。 

 

表 3.15 令和２年度～令和６年度における財政状況（上水道） 

 

 

図 3.9 令和２年度～令和６年度における財政状況（上水道）  

単位：百万円

R2 R3 R4 R5 R6

収入 949 944 948 937 955

支出 681 691 711 700 770

損益 268 254 237 237 185

収入 77 87 54 90 337

支出 460 562 431 632 859

不足額 -382 -475 -377 -542 -522

1,207 1,284 1,376 1,383 1,304

36 26 22 17 209

項目

収益的収支

資本的収支

資金残高

企業債残高

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1,000

1,200

R2 R3 R4 R5 R6

損益(百万円)収支(百万円) 収益的収支

収入 支出 損益

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

200

400

600

800

1,000

R2 R3 R4 R5 R6

不足(百万円)収支(百万円) 資本的収支

収入 支出 不足額

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

R2 R3 R4 R5 R6

(百万円) 資金残高

0

50

100

150

200

250

R2 R3 R4 R5 R6

(百万円) 企業債残高
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(2) 簡易水道事業 

簡易水道事業における令和２年度～令和６年度の財政状況は、表 3.16 に示すとおりです。 

簡易水道事業は、一般会計からの繰入（補助）が収益的収入の半分以上となっており、一般

会計に依存した経営状況となっています。 

経営状況の改善のため、料金改定について検討する等、資金確保係る取組を継続する必要

があります。 

 

表 3.16 令和２年度～令和６年度における財政状況（簡易水道） 

 

 

図 3.10 令和２年度～令和６年度における財政状況（簡易水道）   

単位：百万円

R2 R3 R4 R5 R6

収入 102 101 96 93 96

(補助) (58) (55) (55) (51) (53)

支出 101 102 99 91 94

損益 1 -1 -3 2 2

収入 15 37 43 62 45

支出 55 75 73 92 74

不足額 -40 -38 -31 -30 -29

8 9 15 66 29

215 196 171 168 153

※（補助）：収入のうち、一般会計補助金

項目

収益的収支

資本的収支

資金残高

企業債残高

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

R2 R3 R4 R5 R6

損益(百万円)収支(百万円) 収益的収支

収入 支出 損益

-50

-40

-30

-20

-10

0

0

50

100

150

200

250

R2 R3 R4 R5 R6

不足(百万円)収支(百万円) 資本的収支

収入 支出 不足額

0

20

40

60

80

100

R2 R3 R4 R5 R6

(百万円) 資金残高

0

50

100

150

200

250

R2 R3 R4 R5 R6

(百万円) 企業債残高
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3.5.3 指標による評価 

図 3.11 の業務指標は、本市における経営状況のうち、経常収支比率と料金回収率を示してい

ます。 

上水道事業は、経常収支比率や料金回収率が１００%を上回っており、良好な経営状況を維持

できています。令和２年度以降、経常収支比率や料金回収率が減少傾向にありますが、令和７年４

月の料金改定により改善される見込みです。 

簡易水道事業は、経常収支比率は概ね１００%で推移していますが、一般会計に依存した財務

状況であるため、料金回収率は２０%程度となっており、給水に必要な資金を水道料金で賄えて

いない状況です。 

 

  

  

図 3.11 指標による評価（経営収支比率、料金回収率）   

100％以上

計算式

（経常収益÷経常費用）×100

説明

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示
し、100%未満の場合は経常損失が生じています。

0

40

80

120

160

200

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6

甲斐市 139.1 136.8 133.3 133.9 123.8

平均値 110.9 111.5 109.1 109.1

（上水）経常収支比率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：108.2

100％以上

計算式

（経常収益÷経常費用）×100

説明

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示
し、100%未満の場合は経常損失が生じています。

0

40

80

120

160

200

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6

甲斐市 101.8 98.9 97.4 102.6 102.2

平均値 97.6 98.8 101.2 103.1

（簡水）経常収支比率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：103.1

計算式

（供給単価÷給水原価）×100

説明

経営状況の健全性を表す指標で、100％未満の場合は給水に

係る費用が料金以外の収入で賄われてることを意味します。

100％以上

0

40

80

120

160

200

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6

甲斐市 134.2 130.9 127.7 128.0 115.3

平均値 100.9 103.8 98.3 98.9

（上水）料金回収率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：97.8

100％以上

計算式

（供給単価÷給水原価）×100

説明

経営状況の健全性を表す指標で、100％未満の場合は給水に

係る費用が料金以外の収入で賄われてることを意味します。
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20

40

60

80

100

R2 R3 R4 R5 R6

R2 R3 R4 R5 R6

甲斐市 21.0 21.9 21.2 23.6 22.9

平均値 35.7 33.7 35.3 38.6

（簡水）料金回収率（％）

甲斐市

平均値

全国平均：57.7
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3.6 組織の状況 

3.6.1 職員数の推移 

図 3.12 は、平成２８年４月から令和７年４月における職員数の推移を示しています。 

本市公営企業部における水道事業職員数は、直近の１０年間で１０～１３人の間を推移していま

す。その中で、事務職員数が半数以上を占めています。また、平成２８年における技術職員数に対

して、令和７年の技術職員数は半数（４人から２人へ減少）となっており、技術職員の確保が課題

となっています。 

 

図 3.12 職員数の推移 

 

3.6.2 年齢構成 

図 3.13 は、令和７年４月時点における職員の年齢構成を示しています。 

本市上水道関連の職員の年齢構成は、年齢層に極端な偏りはなく、各年代がバランスよく配置

されています。 

 

図 3.13 年齢構成（令和７年４月時点） 

 

3.6.3 人材の育成と技術継承 

水道職員の人材育成を目的に、研修等への積極的な参加や資格取得に向けた支援を行ってい

ます。また、熟練技術者から若い技術者に対し、日々の業務や経験を通じて学ぶ OJT（on the 

job training）を実施し、若手への技術継承に努めています。   

H28 6人 4人 1人 11人

H29 7人 4人 0人 11人

H30 6人 3人 1人 10人

R1 8人 1人 1人 10人

R2 9人 1人 1人 11人

R3 8人 1人 1人 10人

R4 8人 1人 3人 12人

R5 7人 2人 3人 12人

R6 8人 1人 4人 13人

R7 8人 2人 2人 12人

※公営企業部長除く

年度

公営企業部（水道事業職員）

事務職員 技術職員
技能職員･

その他
計

0人
2人
4人
6人
8人

10人
12人
14人
16人

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

(人) 職員数

事務職員 技術職員 技能職員･その他

13人
11人 11人

10人 10人
11人

10人

12人 12人 12人

上水道関連

25歳未満 2人 0人

25歳～30歳未満 4人 3人

30歳～35歳未満 3人 2人

35歳～40歳未満 2人 0人

40歳～45歳未満 2人 0人

45歳～50歳未満 4人 3人

50歳～55歳未満 1人 1人

55歳～60歳未満 3人 2人

60歳以上 3人 1人

計 24人 12人

※公営企業部長除く

公営企業部　計

全体年齢

25%

（3人）

17%

（2人）
25%

（3人）

25%

（3人）

8%

（1人）

職員年齢構成(R7.4)

20代

30代

40代

50代

60代
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3.7 使用者サービスの状況 

3.7.1 使用者サービス 

第２次水道ビジョンにて掲げられた施策のもと、上水道事業では平日窓口の営業時間の延長や

土曜日窓口受付を継続して実施しています。 

また、令和元年度よりスマートフォンからの水道料金納付システムを導入し、収納率の向上を図

っています（令和６年時点の料金収納率は、上水道事業・簡易水道事業ともに約９９%）。 

 

 

図 3.14 窓口受付の様子 
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3.7.2 情報公開・広報活動 

本市では、使用者に水道事業に関する理解と知識を深めてもらうために、「甲斐のうまい水だ

より」の発行や SNS、水質検査結果の公表などの情報提供を実施していますが、今後も市民の視

点に立ち、水道事業の理解を得ていただく取組及び急な断水時などの周知方法の手段として、ホ

ームページの充実を図り、情報公開に努めていきます。 

 

 
図 3.15 甲斐のうまい水だより（２０２５年３月発行） 

 

図 3.16 ホームページにおける水道関連情報の公開状況  
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3.8 災害時対応の状況 

本市では、台風や地震等の自然災害により浄水場、配水池等の水道の基幹施設が使用不能に

陥った場合においても、市民に安全な水道水を安定的に供給するため、「甲斐市地域防災計画」に

おいて、応急給水に係る方針や給水方法、水道施設の応急復旧の手順等を整理しています。 

また、「甲斐市業務継続計画（BCP）」では、災害時に優先して行うべき業務を抽出し、業務毎に

具体的な内容や目標とする実施時間を設定しています。また、業務を継続して行うための執行環

境の整備方針についても整理しており、発災時においても迅速な対応を行えるような体制の構

築を図っています。 

本市水道事業では災害時に対応できるよう、以下の取組を行っています。 

・ 応急給水活動等に使用する資機材の備蓄 

・ 災害時等における応援協力に関する各種協定の締結 

・ 緊急連絡管の整備に向けた検討（バックアップ体制の確保） 

 

ただし、大規模地震等の災害時は人員や資機材が不足することが想定されるため、協定による

体制の強化及び災害時の対応力向上を継続的に行う必要があります。施設においては、非常用

発電機が未整備の施設があることを踏まえ、新規設置の必要性について検討し、災害時の対応力

強化に努めていきます。 

 

 

図 3.17 応急給水時に使用する資機材の例（組み立て式給水タンク） 
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3.9 その他経営健全化等に向けた取組の状況 

3.9.1 広域化 

経営の健全化に向けた取組の一つとして、広域化が挙げられます。広域化を行うことで、個々

の水道事業で施設の更新や事業経営を行う場合に比べ、隣接する水道事業で施設の共同利用や

事務の共同化、経営の一体化等を行うことで、スケールメリットによる費用削減やサービス水準

の向上に繋がる可能性があります。 

令和５年３月に山梨県が策定した「山梨県広域化推進プラン」では、一定の条件で広域化（施設

の共同設置・共同利用や事務の広域的処理）による効果を試算した上で、今後の広域化の推進方

針や当面のスケジュールを整理しています。 

甲斐市は中北圏域に属しており、今後の広域化に係る検討も、中北圏域内を対象に行っていく

予定です。今後は、災害時等の断水による被害軽減を図るため、緊急連絡管の整備について、県

の水道広域化に関する方針の進捗を踏まえ、検討を進めていきます。 

 

表 3.17 広域水道圏の水道事業者等 

 

出典：山梨県水道ビジョン 令和５年３月 山梨県   



35 

3.9.2 外部委託の状況 

上水道事業では、施設の運転管理や維持管理の他に、以下の内容について民間企業に委託し

ており、今後もこれら外部委託を継続することを想定しています。 

①窓口業務 

②料金徴収 

③水道メーターの検針業務 

④マッピングデータの年次更新 

 

また、簡易水道事業では、外部委託について今後検討が必要となります。 

 

3.9.3 環境に配慮した取組 

第２次水道ビジョンで掲げた「資源リサイクルの推進」を踏まえ、工事により発生した廃材など

のマニフェストによる利活用等、建設リサイクルに関する法律に基づいた適切な処理を継続して

います。 

 

【建設リサイクルに関する事項ついて】 

■建設リサイクル法…建設工事から排出される廃棄物のリサイクルを促進する法律 

■マニフェスト…廃材（産業廃棄物）の適正処理を確認・管理するための管理票 

 

 

図 3.18 資源リサイクルのイメージ   
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第4章 将来の事業環境 

4.1 人口の見通し 

各人口は、以下の方法で将来の予測を行いました。 

 

表 4.1 人口に係る項目の推計方法 

推計項目 推計方法 

行政区域内人口 

コーホート要因法により、以下の要素を踏まえ、年齢階級別の５年後の人口を 

推計し、集計しています。 

要素：年齢階級別人口毎の自然動態（出生、死亡）、社会動態（移動率） 

給水区域内人口 

行政区域内人口の推計値に、給水区域内（竜王地区、双葉地区、簡易水道事業エ

リア）の人口割合の推計値を掛けて推計しています。 

また、人口割合は、地区別（竜王地区、双葉地区、簡易水道事業エリア、その他）の

人口を時系列傾向分析により推計した上で算定しています。 

給水人口 

給水区域内人口の推計値に給水普及率を掛けて推計しています。 

給水普及率は、直近１０ヵ年で概ね横ばいのため、１０ヵ年平均（上水道事業では

９９.0％、簡易水道事業では 95.9%）で一定としています。 

※時系列傾向分析：実績の時系列データを分析し、過去の傾向から将来値を予測する方法 

 

以上の推計により算出した将来の給水人口は、図 4.1 のとおり今後減少となる見込みです。 

 

 
図 4.1 給水人口の推計結果   
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(1) 上水道事業 

 給水人口 

・目標年度の令和１７年度：55,076 人（令和６年度（56,264 人）から 2.1%減少） 

・２０年後の令和２７年度：52,896 人（令和６年度から 6.0%減少） 

 

 

図 4.2 給水人口の推計結果（上水道 地区別） 

 

(2) 簡易水道事業 

 給水人口 

・目標年度の令和１７年度：573 人（令和６年度（791 人）から 27.6%減少） 

・２０年後の令和２７年度：448 人（令和６年度から 43.4%減少） 

 

 

図 4.3 給水人口の推計結果（簡易水道 地区別）   
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4.2 給水量の見通し 

給水量は、以下の方法で将来の予測を行いました。 

 

表 4.2 給水量に係る項目の推計方法 

推計項目 推計方法 

有収水量 

以下に示す用途別水量をそれぞれ推計し、合算した値を有収水量としました。 

生 活用 ：以下の式にて算出しました。なお、一人一日生活用水量は、直近１０ヵ年

の実績値を用いて時系列傾向分析を行いました。ただし、簡易水道事

業については、時系列傾向分析では有効な推計結果が得られなかった

ことから、令和6年度実績値※で将来一定としました。 

生活用水量＝給水人口×一人一日生活用水量 

工 場用 ：最新実績値で一定としました。 

※：将来使用水量が不明である、一部の大口需要者を除く 

（大口需要者：水道を大量に使用する需要者） 

一日平均給水量 

一日平均給水量は以下の式で算出しました。なお、有収率は有効率から有効

無収率を差し引いて算出しています。 

上水道事業の有効率は、計画的な老朽管更新により向上を図ることを想定

し、令和１７年度に９５%まで上昇することとしました（以降は９５%で一定）。 

簡易水道事業は、上水道事業と同程度の管路更新及び有効率の改善を行って

いくことが難しいため、有効率を令和６年度実績値で将来一定としました。 

有効無収率はいずれの事業も直近１０ヵ年平均値で一定としました。 

一日平均給水量=有効水量÷有収率 

※有収率＝有効率－有効無収率 

一日最大給水量 

一日最大給水量は以下の式で算出しました。なお、負荷率は近年減少傾向が

見られていることから、水供給の安定性を考慮して、直近１０ヵ年の最低値（異常

値を除く）としました。 

一日最大給水量=一日平均給水量÷負荷率 

 

以上の推計により算出した将来の給水量は、図 4.4 のとおり今後減少となる見込みです。 
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図 4.4 給水量の推計結果 
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(1) 上水道事業 

 有収水量 

・目標年度の令和１７年度：15,101m3/日（令和６年度（16,100m3/日）から 6.2%減少） 

・２０年後の令和２７年度：13,816m3/日（令和６年度から 14.2%減少） 

 一日平均給水量 

・目標年度の令和１７年度：16,668m3/日（令和６年度（18,442m3/日）から 9.6%減少） 

・２０年後の令和２７年度：15,249m3/日（令和６年度から 17.3%減少） 

 一日最大給水量 

・目標年度の令和１７年度：19,914m3/日（令和６年度（21,251m3/日）から 6.3%減少） 

・２０年後の令和２７年度：18,219m3/日（令和６年度から 14.3%減少） 

 

(2) 簡易水道事業 

 有収水量 

・目標年度の令和１７年度：219m3/日（令和６年度（320m3/日）から 31.6%減少） 

・２０年後の令和２７年度：178m3/日（令和６年度から 44.4%減少） 

 一日平均給水量 

・目標年度の令和１７年度：371m3/日（令和６年度（539m3/日）から 31.2%減少） 

・２０年後の令和２７年度：301m3/日（令和６年度から 44.2%減少） 

 一日最大給水量 

・目標年度の令和１７年度：641m3/日（令和６年度（1,053m3/日）から 39.1%減少） 

・２０年後の令和２７年度：520m3/日（令和６年度から 50.6%減少）   



41 

 

 

 

 

 

図 4.5 給水量の推計結果（上水道）  
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図 4.6 給水量の推計結果（簡易水道）  
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4.3 水道料金収入の見通し 

現状の料金水準（供給単価）を維持した場合における、水道料金収入の将来見通しを、以下の

方法で推計しました。なお、上水道事業は令和 7 年４月１日からの料金改定を反映しています。 

 

表 4.3 水道料金収入の推計方法 

推計項目 推計方法 

水道料金収入 

水道料金収入は以下の式で算出しました。 

水道料金収入=有収水量×供給単価 

上 水 道 の供 給 単 価 ：165.96（円/m3）※令和 6 年度供給単価×25%料金改定 

簡易水道の供給単価：130.76（円/m3）※令和 6 年度供給単価 

 

以上の推計により算出した水道料金収入は、図 4.7 のとおりです。上水道事業は料金改定の

影響で令和７年度に増加しますが、以降は給水人口及び有収水量の減少に伴い、減少する見込み

です。簡易水道事業も、給水人口及び有収水量の減少によって減少する見込みとなっています。 

 

 

図 4.7 水道料金収入の見通し 

 

(1) 上水道事業 

 水道料金収入 

・目標年度の令和１７年度：917.3 百万円（令和６年度（7８０.２百万円）から 17.6%増加） 

・２０年後の令和２７年度：836.9 百万円（令和６年度から 7.3%増加） 

 

(2) 簡易水道事業 

 水道料金収入 

・目標年度の令和１７年度：10.5 百万円（令和６年度（１5.３百万円）から 31.5%減少） 

・２０年後の令和２７年度：8.5 百万円（令和６年度から 44.5%減少）  
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4.4 施設の見通し 

令和３年度に策定したアセットマネジメント計画（中間見直し）において、上水道事業及び簡易

水道事業の水道施設（管路、設備（機械・電気）、構造物（土木・建築））に係る、健全度や更新費用

の将来見通しを検討・整理しました。 

一方で、中間見直しから時間が経過した現在では、アセットマネジメント計画策定時の計画と工

事の進捗状況に乖離が生じている状況です。また、旧双葉地区は今後も給水人口の増加が見込

まれるため、現在検討を行っている配水区域の再編においても、新水源の確保及び新配水池の

早急な整備や、既存配水場の統廃合を検討し、今後アセットマネジメント計画へ反映していく必要

があります。 

以上のことから、最新の工事状況等を踏まえた計画へと見直しを図るため、令和８年度にアセ

ットマネジメント計画の改定を予定しています。 

 

 

4.5 組織の見通し 

現時点で組織体制の再編は計画されていないため、本水道ビジョンの計画期間内においては、

現状の組織体制を維持しつつ、各種事業の実施や水道施設の維持管理を行っていきます。 

なお、今後も安定した水道事業を継続して実施していくためには、一定の職員数（技師を含む）

を確保しつつ、民間委託も活用しながら実務の効率化を図り、職員の能力向上のための育成や研

修の充実化を図っていくことが必要となります。 

 

 

4.6 災害の多様化・激甚化 

甲斐市においては、今後、南海トラフ地震、糸魚川―静岡構造線断層帯による地震、曽根丘陵

断層帯地震といった、大規模地震の発生が想定されています。また、近年では令和６年能登半島

地震といった地震被害のほか、自然災害として台風やゲリラ豪雨による風水害の発生件数が増

加しています。さらに、水道施設を標的としたテロ等による人為的被害、新型インフルエンザ流行

時における水道水の安定供給の可否等、様々な危機が想定されます。 

水道は市民生活や産業活動に欠かすことのできない、極めて重要なインフラであることから、

このようなリスクが発生した際にも、被害を最小限に留め、迅速な復旧が可能となるような対策

を講じることが必要です。そのためにも、施設の耐震化・維持管理、応急給水拠点の整備、バック

アップの確保、関連マニュアルの整備や災害訓練の実施等、ハード・ソフトの両面において強靭化

を図っていくことが重要になります。   
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第5章 水道事業の課題 

「第 3 章 水道事業の現状」及び「第 4 章 将来の事業環境」で整理した内容のほか、関連計画（甲

斐市国土強靭化地域計画）を踏まえ、「安全」「強靭」「持続」の観点から、第２次水道ビジョンで掲げた

基本目標等に対する、本市水道事業における課題を整理しました。 

 

表 5.1 甲斐市の水道事業、簡易水道事業における課題（1/2） 

   

1
外部委託の継続検
討

《上水》委託範囲拡大等の検討
を行うことが望ましい
《簡水》施設の維持管理を職員
で対応

■外部委託の導入検討

2 主要管路等の更新
《上水》目標に対する管路更新
の遅れ、管路経年化率の上昇
《簡水》管路更新の未実施

■計画的な管路更新の実施

《共通》施設更新に必要な更新
需要の増加

■アセットマネジメント計画の
　 見直し（レベルアップ）
■適正規模による施設更新

《上水》管路更新の進捗の遅れ
《簡水》管路更新の未実施

■アセットマネジメント計画の
　 見直し（レベルアップ）
■計画的な管路更新の実施

4 配水区域の見直し
《上水》異なる傾向を示す地区
別水需要（施設能力の不足）

■最適な水運用の検討（水需要
　 の傾向を踏まえた区域再編）

《上水》施設利用率が低い
《簡水》施設利用率の低下傾向

■適正規模による施設更新

目
標

水道事業の課題（必要な対策）

3
アセットマネジメン
トによる老朽管更
新計画の実施

【
安
全

】
安
全
な
水
道

第2次水道ビジョン
主要施策

取組の進捗・事業の現状・
将来見通しから見た問題点
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表 5.2 甲斐市の水道事業、簡易水道事業における課題（2/2） 

   

5 主要施設の耐震化 《簡水》一部耐震診断未実施 ■耐震診断の実施（及び耐震化）

6
隣接都市との相互
連絡体制の強化

《上水》緊急連絡管の整備に係
る検討が十分に進んでいない

■広域化に向けた検討の継続

7 基幹管路の耐震化 《上水》耐震化の遅れ ■計画的な管路更新の実施

8 緊急遮断弁の設置
《上水》未設置の配水池がある
（予定箇所への設置は完了）

■未設置箇所における設置の
　 必要性検討

《共通》全体的に施設の老朽化
が進んでいる

■計画的な施設更新の実施

《共通》災害時において人員や
資機材の不足が想定される

■災害時の体制強化
■応急給水施設・資機材の充実

《共通》緊急用発電機が未整備
の施設がある

■緊急用発電機の新規設置の
　 必要性確認（及び設置）

9
定期的な水道料金
の見直し検討

《簡水》一般会計からの繰入金
に頼った財務状況

■財政健全化に向けた検討
　 （簡易水道事業の統合含む）

12 有収率の向上
《上水》減少傾向
《簡水》減少傾向

■着実な管路更新による有収率
　 向上

13
若手職員の技術の
継承とOJTの実施

■若手職員の育成・技術の継承

14
専門職(スペシャリ
スト)の育成

■技術職員確保策の検討及び
　技術力の向上

15
省エネ型車両導入
の検討

《上水》導入に向けた検討中
■省エネ型車両導入に向けた
　 検討の継続

取組の進捗・事業の現状・
将来見通しから見た問題点

水道事業の課題（必要な対策）

【
持
続

】
持
続
可
能
な
健
全
経
営

■水道料金の見直し検討

【
強
靭

】
安
定
性
の
高
い
水
道

10
健全な財務体質の
確保

《共通》将来的な水需要の減少
による給水収益の減少
《上水》用途別料金体系、基本
水量制を採用
《簡水》料金回収率が100％
未満（適切な水道料金となっ
ていない）、基本水量制を採
用

《共通》技術職員数が不足

目
標

第2次水道ビジョン
主要施策
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第6章 水道の将来像と推進する実現方策 

6.1 水道の将来像 

将来像・目標・基本方針は第２次水道ビジョンを引き継ぎつつ、実現方策や具体的取組につい

ては、前述の課題を踏まえ一部見直しを行いました。 

 

6.1.1 将来像 

水道はライフラインの根幹であり、市民が快適で安心・安全な生活を営むために重要な役割を

担っていることから、健全な水道を次世代へ引き継ぎ、将来にわたって安全な水を安定的に供給

し続けていくことが、水道事業の使命であり責務となっています。 

そのため、様々な事業環境の変化が予測される中においても、自然から造りだされる良質な水

を次世代に継承していくという、これまで甲斐市水道事業が目指してきた方向性は変えないこと

とし、将来像・目標は第２次水道ビジョンを継承した以下に示す内容とします。 

 

 

図 6.1 将来像・目標 

 

6.1.2 施策体系 

本水道ビジョンでは、３つの目標に対して、１1 の実現方策、2３の主要施策を定めました。 

なお、実現方策や主要施策は、一部第２次水道ビジョンを踏襲しつつ、本市水道事業の課題を

考慮した内容に見直し（項目の追加、集約、位置づけ変更等）を行っています（第２次水道ビジョン

の内容に対する第３次水道ビジョンでの扱いは表 6.2 及び表 6.3 参照）。 

   

【安全】 

安全な水道 

【強靭】 

安定性の高い水道 

【持続】 

持続可能な健全経営 
目標 

かけがえのない安全でおいしい水をいつまでも 

将来像 
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表 6.1 実現方策と主要施策 

 

上水 簡水

1 水質管理体制の継続 ○ ○

2 残留塩素の適正管理 ○ ○

3 水道施設の計画的な更新 ○ ○

4 配水区域の見直し ○

5 主要施設の耐震化 ○

6 緊急遮断弁の設置 ○

7 施設の耐水化 ○

8 応急復旧・応急給水体制の整備 ○ ○

9 応急給水施設・資機材の充実 ○ ○ 新規追加

10
緊急用発電機の維持管理及び新規設置
の検討

○ ○ 新規追加

11 アセットマネジメント計画のレベルアップ ○ ○

12 管路情報システムの充実 ○ ○

⑥
使用者サービス
の向上

13 受付業務サービスの充実 ○ ○

⑦
情報公開・広報
活動の推進

14 積極的な情報提供と広報活動 ○ ○

15 必要に応じた水道料金の見直し検討 ○ ○

16 有収率の向上 ○ ○

17 簡易水道事業の統合に関する検討 ○ ○ 新規追加

18 経営戦略の見直し ○ ○ 新規追加

19 外部委託の継続検討 ○ ○

20 工事に係るコスト縮減方策の継続実施 ○ ○

21 広域化に向けた検討の継続 ○

⑩
人材育成と
技術の継承

22 人材育成・技術継承 ○ ○

⑪
環境に配慮した
事業の推進

23 省エネルギー対策の推進 ○ ○

備考

【
安
全

】

安
全
な

水
道

該当事業
目標 実現方策 主要施策

水質管理体制
の継続

①

【
強
靭

】

安
定
性
の
高
い
水
道

【
持
続

】

持
続
可
能
な
健
全
経
営

⑧
財政基盤の
強化

⑨ 事業の効率化

適正な資産
管理

⑤

効率的な水道
施設の再構築

④
危機管理体制
の強化

②

災害対策の
強化

③
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表 6.2 第２次水道ビジョンの実現方策・取組内容に対する第３次水道ビジョンでの扱い（1/2） 

 

上水 簡水

水質管理体制の継続 ○ ○ 継続実施

残留塩素対策 ○ ○ 取組名称の変更

B
水道施設の維持
管理

外部委託の継続検討
○

(継続)
○

(検討)
【持続】へ移行

主要管路等の更新 ○ ○

アセットマネジメント
による老朽管更新
計画の実施

○ ○

配水区域の見直し ○ 【強靭】へ移行

減圧弁の設置 ○
事業完了のため削除（「配水区域の
見直し」に関連事項を一部追記）

D
水道システムの
強化

水道システムの強化
○

(継続)
○

(検討)
「B：外部委託の継続検討」と内容が
重複するため削除

主要施設の耐震化 ○ 継続実施

基幹管路の耐震化 ○ 取組名称の変更

緊急遮断弁の設置 ○ 継続実施

応急復旧・応急給水
体制の整備

○ ○ 継続実施

人為的災害の予防 ○ ○
警備体制が構築できているため
削除

配水ブロック間の
相互融通機能の強化

○ 「C：配水区域の見直し」に集約

隣接都市との相互
連絡体制の強化

○
【持続】へ移行
取組名称の変更

H
使用者サービスの
向上

受付業務サービスの
充実

○
【持続】へ移行
対象事業に簡水を追加

I
情報公開・広報
活動の推進

積極的な情報提供と
広報活動

○ ○ 【持続】へ移行

J
使用者の管理
責任の負担軽減

給水メーターまでの
維持管理の継続

○ ○
継続して行うが、優先度等を勘案し
本ビジョンの取組からは削除

K
管路情報システム
の充実

管路情報システムの
充実

○
【持続】へ移行
対象事業に簡水を追加

- 浸水被害の軽減 施設の耐水化 ○ 実現方策E（方策名称変更）に集約

※各取組の具体的な内容については、継続実施としているものも含め第３次ビジョンにて適宜見直し

目標 実現方策 取組内容
該当事業

【
安
全

】
　
安
全
な
水
道

A
水質管理体制の
継続

第２次水道ビジョン
第３次水道ビジョンでの扱い

（名称変更、位置づけの変更等）

C
水道施設の
計画的な整備
と更新

G
相互融通機能の
強化

【
強
靭

】
　
安
定
性
の
高
い
水
道

E 地震対策の強化

「E：基幹管路の耐震化」と併せて部
分的に集約、取組名称の変更、内容
を区分し【強靭】と【持続】へ移行

F
危機管理体制の
強化
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表 6.3 第２次水道ビジョンの実現方策・取組内容に対する第３次水道ビジョンでの扱い（2/2） 

 
   

上水 簡水

L
適正な水道料金
の設定

定期的な水道料金の
見直し検討

○ ○ 実現方策Mに集約

健全な財務体質の
確保

○ ○
抽象的な内容のため削除
（他の取組内容を追加）

有収率の向上 ○ ○ 継続実施

料金収納率の向上 ○ ○
現状で高い水準を維持できている
ため削除

N 事業の効率化 コスト縮減の継続 ○ ○ 取組名称の変更

若手職員の技術の
継承とOJTの実施

○ ○

専門職(スペシャリス
ト)の育成

○ ○

P
省エネルギー対策
の推進

施設の
省エネルギー化

○ ○

省エネ型車両導入の
検討

○ ○

資源リサイクルの推進 ○ ○
継続して行うが、優先度等を勘案し
本ビジョンの取組からは削除

※各取組の具体的な内容については、継続実施としているものも含め第３次ビジョンにて適宜見直し

環境に配慮した
事業の推進

【
持
続

】
　
持
続
可
能
な
健
全
経
営

M 財政基盤の強化

O
人材育成と技術の
継承

Q

1つに集約、取組名称の変更

1つに集約、取組名称の変更

第２次水道ビジョン
第３次水道ビジョンでの扱い

（名称変更、位置づけの変更等）目標 実現方策 取組内容
該当事業
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6.1.3 SDGs との関連について 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、「誰一人取り残

さない」社会の実現を目指す世界共通の目標であり、２０１５年９月に開催された「国連持続可能

な開発サミット」において、本目標が記載された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のため

の２０３０アジェンダ」が採択されました。 

この目標は、２０３０年を達成年限とした１７のゴールと１６９のターゲットから構成され、経済・

社会・環境を包括する統合的な取組を示しています。 

上位計画である「第３次甲斐市総合計画」において、政策の推進にあたり重点戦略・政策ごとに

ゴールとの関連性を示していることから、「甲斐市第３次水道事業ビジョン」においても、主要施

策に関連するゴールを明確にした上で、SDGs の達成に貢献できるよう本市水道事業における

取組の推進を図ります。 
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表 6.4 実現方策、主要施策と SDGs の関連 

   

上水 簡水

1 水質管理体制の継続 ○ ○ ● ●

2 残留塩素の適正管理 ○ ○ ● ●

3 水道施設の計画的な更新 ○ ○ ● ●

4 配水区域の見直し ○ ● ●

5 主要施設の耐震化 ○ ● ●

6 緊急遮断弁の設置 ○ ● ●

7 施設の耐水化 ○ ● ●

8 応急復旧・応急給水体制の整備 ○ ○ ● ● ●

9 応急給水施設・資機材の充実 ○ ○ ● ● ●

10
緊急用発電機の維持管理及び新規設置
の検討

○ ○ ● ●

11 アセットマネジメント計画のレベルアップ ○ ○ ● ●

12 管路情報システムの充実 ○ ○ ●

⑥
使用者サービスの
向上

13 受付業務サービスの充実 ○ ○ ●

⑦
情報公開・広報
活動の推進

14 積極的な情報提供と広報活動 ○ ○ ●

15 必要に応じた水道料金の見直し検討 ○ ○ ● ●

16 有収率の向上 ○ ○ ● ●

17 簡易水道事業の統合に関する検討 ○ ○ ● ●

18 経営戦略の見直し ○ ○ ● ●

19 外部委託の継続検討 ○ ○ ●

20 工事に係るコスト縮減方策の継続実施 ○ ○ ●

21 広域化に向けた検討の継続 ○ ●

⑩
人材育成と
技術の継承

22 人材育成・技術継承 ○ ○ ● ●

⑪
環境に配慮した
事業の推進

23 省エネルギー対策の推進 ○ ○ ● ● ●

実現方策 主要施策

該当事業

【
安
全

】

安
全
な

水
道

①
水質管理体制の
継続

SDGsとの関連

【
持
続

】

持
続
可
能
な
健
全
経
営

⑤
適正な資産
管理

⑧
財政基盤の
強化

⑨ 事業の効率化

【
強
靭

】

安
定
性
の
高
い
水
道

②
効率的な水道施
設の再構築

③
災害対策の
強化

④
危機管理体制の
強化

目標
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6.2 計画期間内における具体的取組 

以下では、各実現方策・主要施策について、本水道ビジョンの計画期間内において実施を目指

す具体的な内容について整理しました。 

さらに、主要施策の進捗状況や効果を毎年度評価するための指標を定めるとともに、計画期間

内の目標値も併せて設定しました。 

 

6.2.1 【安全】 「安全な水道」の実現に向けた取組 

「目標：安全な水道」に係る指標及び目標値は以下のとおりです。 

表 6.5 指標及び目標値（安全な水の供給） 

 

 

(1) 実現方策①：水質管理体制の継続 

 

本市では、法定基準に準拠した水質検査計画の策定と水質検査を定期的に実施しており、市

民の皆様に安全な水を供給しています。また、水質事故等の水質面に係る問題は発生していま

せん。 

また、令和８年度から水質基準の見直しが行われ、検査対象にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ（有機フッ素化

合物の一種）が追加されることとなっていますが、本市では既に令和２年度から各年度で検査

を行っており、これまでの検査結果全てにおいて、基準値を大きく下回っていることから、今後

も検出される可能性は低いと考えています。 

そのため、これまでと同様に、引き続き水源及び水質の変化を注視するとともに、国からの

指導等に従い、必要に応じて水質試験計画を見直すなど、適切な水質管理を継続していきます。   

上水道 簡易水道

水質検査計画の策定
及び公表

水質基準不適合率

水質事故件数

【
安
全

】

安
全
な
水
道

目標
区分

指標
目標値

1回/年

全期間で0％

全期間で0件

  水質管理体制の継続 （上水・簡水） 主要施策 １ 
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塩素消毒は、水道法により給水栓における水が遊離残留塩素を０.１ｍｇ/Ｌ（結合残留塩素の

場合は０.４ｍｇ/Ｌ）以上を保持するように行うことが義務付けられており、水道水を安全に供

給するために必要な処置となっています。 

本市においても、これら塩素消毒を適切に行っており、上記基準を満足した安全な水を供給

しています。一方で、塩素消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウムの注入量は、水道水の味や臭

いにも影響を及ぼすため、おいしい水を供給するためには、安全性を保つことを前提としつつ、

適切な量を見極めることが重要となります。 

そのため、引き続き配水末端での必要最低限の残留塩素を保持しつつ、適切な次亜塩素酸

ナトリウムの注入量を設定していきます。 

 

6.2.2 【強靭】 「安定性の高い水道」の実現に向けた取組 

「目標：安定性の高い水道」に係る指標及び目標値は以下のとおりです。 

 

表 6.6 指標及び目標値（安定性の高い水道） 

 

 

   

上水道 簡易水道

水道施設の計画的な
更新

耐震診断の実施
令和17年度までに未診断施設の
簡易耐震診断を実施

基幹管路の
耐震適合率

令和17年度に50％以上

管路更新延長 約4.5km/年

毎年度、施設計画を更新

目標
区分

指標
目標値

【
強
靭

】

安
定
性
の
高
い
水
道

  残留塩素の適正管理 （上水・簡水） 主要施策 ２ 
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(1) 実現方策②：効率的な水道施設の再構築 

 

《上水道事業》 

本市では、平成２８年度・令和３年度に行ったアセットマネジメントの検討（見直し）を基に、中

長期的な水道施設の更新見通しを把握し、計画的な更新を行っています。また、「3.4.2 耐震

化の状況」に示したとおり、上水道事業については令和７年１月に「甲斐市 上下水道耐震化計

画」を策定しました。今後は、これら計画に基づき、管路を中心に計画的な更新（耐震化）を進め

ていく予定です。 

特に、基幹管路や重要給水施設（病院や避難所となる学校等）に接続している管路（＝重要給

水施設管路）については、震災時の給水が特に必要となる医療施設や避難所等に供給するため

の重要な管路であるため、優先的に耐震化（更新）を行うことで、安定給水の確保及び耐震性

の向上を目指します。 

ただし、現在検討を進めている配水区域の再編に伴い水運用に変化が生じることに加え、今

後水需要の動向や事業推進に必要となる工事費等が大きく変化する可能性があることから、

水道事業を取り巻く環境の変化を注視しつつ、適宜計画の見直しを行っていきます。なお、見

直しの際は、管理実態を考慮した重要度の検討やダウンサイジングの検討を併せて実施し、事

業環境に則した適正口径・工事実施年度・工事費用等を整理し、計画に反映することとします。 

設備関係については、毎年度更新計画の見直しを行っていることから、今後継続して計画の

見直しとそれら計画に準じた適切な更新を行っていきます。 

また、水道事務所についても、老朽化が進行していることを鑑みて、建て替えなど今後の方

向性について検討を行います。 

 

《簡易水道事業》 

簡易水道事業については、現在管路更新が行えていないため、管路の老朽化状況を踏まえ

て、計画的な更新に努めます。なお、更新を行う際は、将来の水需要や財政状況を考慮し、事業

環境に則した適正口径となるよう、検討を行います。 

設備関係については、上水道事業と同様、毎年度更新計画の見直しを行っていることから、

今後継続して計画の見直しとそれら計画に準じた適切な更新を行っていきます。 

構造物については、後述の「主要施策５：主要施設の耐震化」の取組を踏まえ、耐震化または

更新の必要が生じた場合には、将来の水需要を踏まえた適正規模を確認の上、工事実施時期

の見通しを整理します。 

また、これら施設の更新は、必要な事業費、上水道事業における更新計画、更新工事等に係

る職員負荷、簡水の財政状況等を考慮した上で進めていきます。 

   

  水道施設の計画的な更新 （上水・簡水） 主要施策 3 
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「3.2 水需要の動向」に示したとおり、竜王地区では配水量が減っているのに対し、双葉地区

では増加傾向が見られています。 

これら地区別の水需要の違いにより、施設能力に対する実配水量の不均衡や、一部配水区に

おいては水圧低下が生じている状況です。また、このような傾向が今後も進んだ場合、水道施

設の能力不足等により安定供給が困難になる可能性が考えられます。 

そのため、現在これら地区別の水需要傾向を踏まえた、配水区域の見直しに係る検討を進め

ています。 

今後も、将来的な水需要や関連する水道施設の能力、必要となる整備量等に配慮した上で、

引き続き最適な配水区域への見直しを行うとともに、それら区域再編に向けた事業を進めて

いきます。また、区域再編により一部エリアの水圧が高くなる可能性が考えられるため、状況に

応じて減圧弁の新規設置の検討も併せて進めていきます。 

さらに、配水区域の見直しに合わせて、各地区内にある複数の配水ブロック（配水区域を系

統や標高等で分割したエリア）間を繋ぐ連絡管の整備についても検討を行います。これら整備

により、配水池の破損や管路の破断等で一部配水ブロック内の配水が困難となった場合、連絡

管で接続された配水ブロックから水融通を行い、断水の発生抑制・緩和を図ることが可能とな

ります。 

連絡管は竜王地区については概ね整備が完了していますが、双葉地区については現在も検

討を進めている状況です。 

   

  配水区域の見直し （上水） 主要施策 4 

令和５年８月２日に、新田配水場内水源の取水ポンプの更新工事を行いました。その際、

取水ポンプの不具合による作業の遅れが生じたことで、新田配水池内の水量が０となり、新

田配水区域内の団子新居地区、菖蒲澤地区の約２５０世帯で断水が発生しました。 

今後このような自体が発生しないように、双葉地区における配水区域の見直しを優先的

に行っていきます。 

なお、８月４日の午前１０時３０分には、断水区域全域において復旧しています。 
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(2) 実現方策③：災害対策の強化 

 

現在、吉沢地区の配水池は全て耐震診断結果により耐震性有と判定されていますが、清川・

睦沢地区における清川浄水場、高区配水池及び低区配水池については、耐震診断が実施され

ていません。 

そのため、これら耐震診断が行われていない浄水場・配水池については、簡易的な手法によ

る診断を早期に実施し、現状把握に努めます。 

また、それら診断結果を踏まえた今後の耐震化方針についても検討を行います。 

 

 

緊急遮断弁は、地震や管路の破裂などの異状を検知すると自動的に緊急閉止できる機能を

持ったバルブであり、配水池に設置することで、緊急時においても水道水の流出や破損個所か

らの異物混入を防ぎ、配水池内部に飲料水をためておくことが可能となります。 

本市においても、第２次水道ビジョンにて主要施策に位置づけ整備を行ってきましたが、設

置後から年数が経過したものもあるため、施設の整備状況（設置の有無、設置時期、作動状況

等）を再精査した上で、未設置箇所における整備の必要性等を検討し、必要に応じて設置計画

を策定していきます。 

 

 

第２次水道ビジョンの中間見直し時に、施設の耐水化に向けた基礎調査（事例確認、対象施

設の確認）を主要施策に位置づけ、取組を行ってきました。 

現在、耐水化対策として、施設更新の際に浸水想定区域図と施設位置を確認し、対策が必要

と判断された場合は、施設（設備）の嵩上げを実施しています。今後も継続して必要となる施設

に対して耐水化を実施していきますが、浸水想定区域は随時更新されていくことが想定される

ため、今後も同様に、施設更新時には最新の浸水想定区域を用いて対策の必要性を確認し、適

宜耐水化の対策を行っていきます。 

   

  主要施設の耐震化 （簡水） 主要施策 5 

  緊急遮断弁の設置 （上水） 主要施策 6 

  施設の耐水化 （上水） 主要施策 7 
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(3) 実現方策④：危機管理体制の強化 

 

大規模災害の発生や緊急対応が求められる事故等が発生した場合に備え、水道施設の保全

や二次災害の防止、応急復旧及び応急給水をすみやかに実施できる体制を整えておく必要が

あります。 

そのため本市では、「甲斐市地域防災計画」や「甲斐市業務継続計画（BCP）」を策定し、災害

対応力の向上に努めています。なお、これら計画では、水道事業に係る内容についても整理さ

れており、連絡体制や水道職員が災害時において行うべき具体的な業務内容、応急復旧の手

順、応急給水の方針や方法等を整理しています。 

今後は、これら計画に沿った災害予防や訓練等を行い、応急復旧・応急給水体制の強化を図

ります。また、これら計画は適宜見直しが行われるため、見直しの際は、水道事業に関する内容

についても、計画の充実化に努めます。 

加えて、「甲斐市国土強靭化地域計画」に則り、現場対応に係る人員確保に加え、情報伝達な

ど必要な体制整備を進めるとともに、耐震性貯水槽が設置されていない避難所等への給水支

援に係る体制（受援体制）についても検討を行います。 

さらに、災害時における応急復旧や応急給水の際は、人員や資機材が不足する可能性があ

るため、協定を結んでいる関連団体との調整を図りながら、体制の整備・拡充に努めます。 

 

 

現状で本市が保有している応急給水用施設、資機材一覧は表 6.7 に示すとおりです。 

災害時においてはこれら資機材等が不足することも考えられるため、最大規模の災害が発

生した際に必要となる資機材の量や、保有している量に対する不足量、それら不足への対応方

法（資機材の拡充、関連団体や支援団体からの受援）等について検討するとともに、効率的な応

急給水体制のあり方について調査・研究を進めます。 

表 6.7 応急給水施設・資機材一覧 

種別 能力／保有数 

飲料水兼用耐震性貯水槽 ６０ｍ３ ／ ９基 

給水タンク ５００ℓ ／ ４台 、 １ｍ３ ／ ４台 

飲料水袋詰機 ２ｍ３/ｈ ／ １台 

貯水袋 １０ℓ ／ 298 袋 、 ６ℓ ／ 1,210 袋 

ろ水機 １.４ｍ３/ｈ ／ ８台 

飲料水運搬ポリ容器 １０ℓ ／ ７,７００個 、 ６ℓ ／ １,２００個 

組み立て式給水タンク 13 基 

給水車ユニット 1 式 

※令和６年度時点  

  応急復旧・応急給水体制の整備 （上水・簡水） 主要施策 8 

  応急給水施設・資機材の充実 （上水・簡水） 主要施策 9 
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停電時や災害時において、外部からの電力供給が途絶えた際、浄水場やポンプ場等の機能

が停止し、水道水を供給することができなくなることで、断水等に繋がる可能性があります。こ

のような事態に備え、主要な施設には非常用発電機（自家発電設備）を設置しておく必要があ

ります。 

本市においても、重要度の高い施設には自家発電設備が設置されていますが、一部設置さ

れていない施設も存在しています。そのため、設置されていない施設については、新規設置の

必要性を検討していきます。 

また、既に自家発電設備を設置している施設については、定期的な点検を実施します。 

 

 

6.2.3 【持続】 「持続可能な健全経営」の実現に向けた取組 

「目標：持続可能な健全経営」に係る指標及び目標値は以下のとおりです。 

 

表 6.8 指標及び目標値（持続可能な健全経営） 

 

   

上水道 簡易水道

経常収支比率

有収率 令和17年度に89％ 令和17年度に60％

アセットマネジメント計
画の見直し

経営戦略の見直し

【
持
続

】

持
続
可
能
な
健
全
経
営

目標
区分

指標

1回/5年（次回見直しは令和8年度に実施）

1回/5年（次回見直しは令和8年度に実施）

全期間で１０0％以上

目標値

  緊急用発電機の維持管理及び新規設置の検討 （上水・簡水） 主要施策 10 
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(1) 実現方策⑤：適正な資産管理 

 

水道施設の老朽化に伴う更新需要の増大に対して、持続可能な水道事業を実現していくた

めには、中長期の更新需要・財政収支見通しに基づく計画的な施設更新・資金確保が必要なた

め、アセットマネジメント（資産管理）を推進していく必要があります。 

本市水道事業においても、アセットマネジメント計画の策定・見直しを実施してきましたが、

水道事業を取り巻く環境は変化しており、「主要施策４：配水区域の見直し」に示したとおり配水

区域の再編等も予定されていることから、事業環境に則した内容となるよう、定期的にアセッ

トマネジメント計画の見直しを図ることが重要となります。 

以上のことから、定期的にアセットマネジメント計画の見直しを行い、今後予定されている配

水区域再編やその他経営改善に係る各種取組等を反映することで、計画のレベルアップを図り

ます。 

 

 

図 6.2 アセットマネジメントの検討イメージ   

  アセットマネジメント計画のレベルアップ （上水・簡水） 主要施策 11 
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本市水道事業が使用している管路情報システムにおいては、一部古い年代に布設された管

路の属性データ（管種・布設年度等）が不足しています。これまでも、このような管路については、

配水管の布設替え工事や給水管取り出し工事時に登録情報の確認及び更新を行う等、適正な

情報の把握に努めてきました。 

今後も引き続き、更新した管路の工事情報を漏れなくシステムに反映するとともに、各工事

の際は登録情報の確認及び更新（修正）を行うことで、不明管を減らし適切な管路情報の管理

を図ります。 

 

 

図 6.3 管路情報システム 

   

  管路情報システムの充実 （上水・簡水） 主要施策 １2 

《管路情報システム》 

管路情報システムには、管路の属性データや位置情報等の様々な情報が格納されてお

り、管路の状況を随時確認することができます。 

これら情報から、管路の老朽化の状況等が把握可能なため、配水管の布設替え工事や給

水管の改築工事に活用しています。また、漏水調査・漏水修繕や使用者情報の管理にも使用

しています。 
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(2) 実現方策⑥：使用者サービスの向上 

 

水道事業は、市民生活に不可欠なサービスを提供するとともに、使用者の水道料金によって

成り立つものであることから、使用者の視点に立った事業運営を行い、より一層の信頼と理解

を得る必要があります。 

本市上水道事業では現在、窓口業務や検針業務等を外部委託するとともに、平日の受付時

間の延長や土曜日午前中にも窓口受付を行う等、サービスの充実に努めています。 

一方で、水道事業を取り巻く環境の変化に伴い、今後は市民の皆様が水道事業に求めるサー

ビスも変化・多様化していくものと考えられます。また、簡易水道事業については、上記のよう

な外部委託が実施できていない状況です。 

そのため、これまでと同様の取組を継続し、お客様との電話や窓口対応を通じた的確なニー

ズの把握を行うとともに、簡易水道事業については外部委託の導入に向けた検討を実施し（後

述の主要施策１９参照）、水道事業への信頼性やお客様サービスの向上、円滑な事業運営を目

指します。 

 

(3) 実現方策⑦：情報公開・広報活動の推進 

 

将来にわたって持続可能な水道サービスを提供していく上で、今後、事業規模や水道料金体

系の見直しが必要となってくることから、このような背景を市民に説明する責務があります。 

これら説明責任を果たすとともに、お客様に水道事業への理解・関心を深めていただけるよ

う、これまで本市ではホームページでの情報公開や水道事業広報誌「甲斐のうまい水だより」の

定期的な発行を行ってきました。 

今後も、ＨＰに掲載する情報の充実化及び「甲斐のうまい水だより」の発行を継続するととも

に、ＳＮＳ等も併せて活用し、水道事業における取組や財務状況について積極的な情報発信を

行っていきます。 

   

  受付業務サービスの充実 （上水・簡水） 主要施策 13 

  積極的な情報提供と広報活動 （上水・簡水） 主要施策 14 
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(4) 実現方策⑧：財政基盤の強化 

 

本市では、老朽化した水道施設の更新や、自然災害への備えとして耐震化工事などの対策を

計画的に実施し、将来にわたり安心・安全な水道水を安定供給するため、令和７年４月１日（令

和７年６月検針分）に上水道事業の料金改定を行いました。 

一方で、今後、水需要の減少に伴う給水収益の減少や、物価高騰等に伴う更新需要の増大等

により、現在の水道料金では事業運営に必要な資金確保が困難になることが懸念されます。ま

た、上水道事業の水道料金は用途別料金体系を採用していますが、「水道料金算定要領（令和７

年２月）」によると、使用者負担の客観的妥当性確保のため、個別原価主義の考え方に基づく

「口径別料金体系」を採用することが望ましいとされています。さらに、上水道事業・簡易水道

事業ともに基本水量（超過水量料金が適用されない一定水量、本市であれば１０ｍ3/月）が付与

された料金体系となっていますが、こちらも漸進的に解消することが望ましいとされています。 

以上のことから、今後の施設更新に係る工事費等、事業経営に必要な財源を確保するため、

料金等の改定が必要と判断した際には、速やかに検討を開始します。 

 

 

近年、上水道事業、簡易水道事業ともに、有収率の減少が確認されています。有収率の減少

は、主に管路の老朽化等による漏水が原因と考えられており、有収率の低下が続く場合、収益

性の低下にも繋がることから、早急に改善すべき問題となっています。 

そのため、今後は老朽化や埋設環境等を考慮した管路更新計画を策定した上で、計画に基づ

く着実な管路更新を行い、有収率の向上を図ります。 

また、他自治体の先進事例を参考に、漏水検知に係る新技術の導入を検討し、効率的・効果

的な漏水調査・修繕を行うことで有収率の向上を図ります。   

  必要に応じた水道料金の見直し検討 （上水・簡水） 主要施策 15 

  有収率の向上 （上水・簡水） 主要施策 16 
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「3.5 経営の状況」に示したとおり、本市の簡易水道事業は一般会計に依存した経営を行っ

ており、事業運営に必要な費用を水道料金で賄えていない状況です。 

このように、一般的に簡易水道事業は事業規模が小さく、経営基盤がぜい弱なことから、経

営基盤を強化し、持続的な運営を確保するため、上水道事業への統合などによる、スケールメ

リットを生かした安定的な財政基盤を構築することが不可欠となっています。 

一方で、上水道事業にとっては経営の悪化に繋がる可能性があることから、事業統合可否の

判断は慎重に行う必要があります。 

そのため今後は、各事業の現状及び見通しを把握した上で、統合した場合・しない場合の財

政収支見通しについて検討を行うとともに、財政面以外の統合によるメリット・デメリットにつ

いても整理を行い、審議会等を通じて住民の理解を得ながら今後の水道事業全体の方向性を

決めていきます。 

 

表 6.9 簡易水道事業の統合による想定されるメリット・デメリット 

メリット デメリット 

・ 料金水準の統一（地域間格差の解消） 

・ 維持管理水準の統一（簡易水道事業におけ

る維持管理水準の向上） 

・ 会計統合による予算事務の削減 

・ アセットマネジメントの推進（一体となった資

産管理が可能となる） 

・ 一般会計側の支出（繰入金）削減 

・ 統合に向けた検討や調整に係る作業の発生

（職員負担の増加） 

・ 上水道事業経営が悪化する可能性がある

（給水原価の上昇、料金回収率の低下等） 

・ 現状の料金体系が変化し値上げとなった場

合、住民の理解を得られない可能性がある 

※現時点での想定のため、実際に統合した場合に生じる内容とは異なる可能性があります 

 

 

図 6.4 上水道事業と簡易水道事業の水道料金（１ヵ月あたり）   

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0 10 20 30 40 50

(円,税抜)

(m3/月)

水道料金の違い（一般用、13mm）

上水道 簡易水道

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0 10 20 30 40 50

(円,税抜)

(m3/月)

水道料金の違い（一般用、20mm）

上水道 簡易水道

  簡易水道事業の統合に関する検討 （上水・簡水） 主要施策 17 
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経営戦略は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計

画であり、その中心となる「投資・財政計画（収支計画）」は、施設・設備の投資見通しを試算した

計画と、財源の見通しを試算した計画を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と

支出が均衡するよう調整したものです。 

本市水道事業においても、平成２８年度に経営戦略を策定し、令和３年度に中間見直しを行

っています。 

今後も事業環境が変化することで、上記経営戦略における見通しと実態に乖離が生じる可

能性があります。そのため、経営戦略については、５年に１回見直しを行い、健全な財務体質の

確保に努めます。 

なお、見直しに当たり、最新の決算情報に基づく財政状況の推移、事業環境の変化、事業の

進捗状況、水需要や更新需要の将来見通し等を踏まえた上で、収支均衡がとれた財政収支見

通しを検討します。 

 

 

《上水道事業》 

現在、上水道事業では、窓口業務、水道施設の運転管理（浄水場及び配水池の監視・制御）及

び維持管理（システムや設備の点検・調査・修繕）、水質検査、検針業務、マッピングデータの年

次更新を、民間企業に委託しています。 

今後も、現行の外部委託（窓口業務、施設運転・管理・定期点検、水質検査、検針業務、マッピ

ングデータの年次更新）を継続するとともに、人員不足解消や民間のノウハウ導入を図るため、

外部委託範囲の拡大について、検討を行います。 

《簡易水道事業》 

簡易水道事業については、上水道事業のような外部委託ができていない状況であるため、

今後検討を進める上水道事業への統合に係る方向性を踏まえた上で、包括委託の導入に向け

た検討を行います。 

 

(5) 実現方策⑨：事業の効率化 

 

公共工事においては、事業の効率化と効果的な事業運営の観点から、コスト縮減が重要な要

素となっています。 

これまで本市水道事業では、工事の際に、耐久性の高い管種の採用、下水道布設工事との同

時施工といった取組を実施し、コスト縮減に努めてきました。 

今後も、これらコスト縮減に繋がる取組を継続的に実施していきます。   

  経営戦略の見直し （上水・簡水） 主要施策 18 

  外部委託の継続検討 （上水・簡水） 主要施策 19 

  工事に係るコスト縮減方策の継続実施 （上水・簡水） 主要施策 20 
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上水道事業の双葉地区には、峡北地域広域水道企業団から受水している配水池があること

から、災害時に企業団からの供給が停止した場合の対策が必要となります。 

このため本市では、峡北地域広域水道企業団のほか、甲府市や南アルプス市、韮崎市などの

隣接自治体と災害等における相互協力の協定を結んでいます。 

今後は、これら協定を締結した自治体・企業団を交えて、災害時における相互連絡体制の強

化に向けた取組を検討していきます。また、「山梨県水道ビジョン」や「山梨県広域化推進プラン」

と併せて、緊急連絡管の整備に関する検討等を、県の水道広域化に関する方針を踏まえ、実施

していく予定です。 

なお、甲斐市を含む中北圏域では、広域化に向けた取組の方向性について検討・協議を進め

ている段階であり、現時点では具体的な取組内容は決まっていません。そのため、今後も引き

続き、県や関連事業体で行う検討部会への参加及び協議・調整を行い、広域化の方向性につい

ての検討を進めます。 

 

(6) 実現方策⑩：人材育成と技術の継承 

 

水道事業の運営は、職員一人ひとりが支えています。そのため、安定した事業経営を継続し

ていくためには、人材育成と技術継承に向けた取組を行い、限られた経営資源である「人財」の

充実化・有効活用を図る必要があります。 

これまで、第２次水道ビジョンにて「若手職員の技術の継承とＯＪＴの実施」、「専門職(スペシ

ャリスト)の育成」を主要施策に位置づけ、「3.6.3 人材の育成と技術継承」に示す取組を行っ

てきました。 

一方で、毎年度進行する水道施設の老朽化に対応できる職員数が不足しており、各種研修等

への参加についても、業務対応等の関係から十分とは言えない（参加している職員数が少ない）

状況です。 

そのため今後は、引き続きＯＪＴを通じた若手職員への技術継承や、研修への参加・資格取得

への支援を継続実施するとともに、参加職員数の増加や習得した技術の浸透を図るため、業務

の調整方法や研修内容の共有方法について検討を行います。 

   

  広域化に向けた検討の継続 （上水） 主要施策 ２1 

  人材育成・技術継承 （上水・簡水） 主要施策 22 
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(7) 実現方策⑪：環境に配慮した事業の推進 

 

水道事業では、水源からの揚水、浄水設備の稼働や市内へ配水するためのポンプ圧送等、多

大な電力を使用しています。そのためエネルギーを消費する事業者の責務として、地球温暖化

防止、環境負荷の軽減に向けた省エネルギー化を進め、環境保全に貢献していくことが求めら

れます。 

これまで本市水道事業では、省エネルギー対策として、機械・電気設備の更新時における省

エネ型の機器（インバータポンプ等）の導入や、省エネ型車両の導入を行ってきました。 

今後も引き続き、これらの取組を実施するとともに、水道施設への太陽光パネルの設置など

についても検討を行います。 

 

 

   

  省エネルギー対策の推進 （上水・簡水） 主要施策 2３ 

《インバータポンプ》 

１日の水使用のサイクルは、朝・晩に多く、深夜に少なくなります。 

従来のポンプは、常に一定の回転数で運転を行い、流量はバルブの開度で調整を行うた

め、常に一定の電力を消費しています。 

これに対し、インバータポンプは、回転数を調整し、流量制御を行うため、少ない電力で運

転を行うことが可能となり、コスト縮減を実現できます。 
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第7章 フォローアップ 

水道事業を取り巻く事業環境が変化する中においても、本水道ビジョンで定めた実現方策・主要施

策を着実に実行していくため、各施策の進捗状況を検証・分析し、客観的に評価することで、見直し

や改善を行います。 

見直しや改善を行う具体的な方法としては、図 7.1 に示す PDCA サイクルに基づき、進捗管理

（進捗状況の確認、計画と乖離している場合の要因確認等）を毎年度実施するとともに、５年後に中

間見直しを行います。中間見直しでは、５年間の実績値等から現状分析・将来予測を行った上で、必

要に応じて実現方策・主要施策の内容を見直し、本水道ビジョンにおいて目指す将来像の実現に努

めます。 

 

 

図 7.1 PDCA サイクルのイメージ 

 

表 7.1 フォローアップのスケジュール 

   

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

進捗管理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

中間見直し ●

ビジョン改定 ●

計画期間
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表 7.2 管理項目 

 

 

 

上水道 簡易水道

水質検査計画の策定
及び公表

1回/年 1回/年

水質基準不適合率 全期間で0％ 全期間で0％

水質事故件数 全期間で0件 全期間で0件

水道施設の計画的な
更新

毎年、施設計画を更新 毎年、施設計画を更新

耐震診断の実施
令和17年度までに未診断施設の
簡易耐震診断を実施

基幹管路の
耐震化適合率

令和17年度に50％

管路更新延長 約4.5km/年

経常収支比率 全期間で１０0％以上 全期間で１０0％以上

有収率 令和17年度に89％ 令和17年度に60％

アセットマネジメント計
画の見直し

経営戦略の見直し

1回/5年（次回見直しは令和8年度に実施）

【
持
続

】

持
続
可
能
な
健
全
経
営 1回/5年（次回見直しは令和8年度に実施）

目標
区分

指標

【
安
全

】

安
全
な
水
道

【
強
靭

】

安
定
性
の
高
い
水
道

目標値
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第8章 付属資料 

8.1 用語集 
 

あ行 アセットマネジメント 

 水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点

に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設

を管理運営する体系化された実践活動をいう。 

一日最大給水量 

 年間の一日給水量のうち最大のものをいう。 

塩素消毒 

 塩素の強い殺菌作用によって、飲料水中の病原菌などを殺し、飲料水としての

安全性を確保し、所定の残留塩素の維持によって、送・配・給水系統での細菌汚

染を予防する。 

か行 簡易水道事業 

 計画給水人口が５,０００人以下である水道によって水を供給する水道事業をい

う。 

給水原価 

 供給原価ともいう。有収水量 1m3 当たりについて、どれだけの費用がかかって

いるかを表すもので、次式により算出する。 

 
経常費用－（受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯工事費） 

（円/m3） 
年間総有収水量 
 

給水収益 

 水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設としての水道施設の使用

について徴収する使用料（自治法２２５条）をいう。 

給水人口 

 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。 

給水量 

 給水区域内の一般の需要に応じて給水するため、水道事業者が定める事業計

画上の給水量（水道法３条１２号）をいう。 

供給単価 

 給水単価ともいう。有収水量 1m3 当たりについて、どれだけの収益を得ている

かを表すもので、次式により算出する。 

 
給水収益 

（円/m3） 
年間総有収水量 
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か行 業務指標（PI） 

 水道事業ガイドラインの業務指標（PI）は、水道ビジョンの着実な実現に向け

て、各施策がどの程度実現されているかを定量的に説明するもの。平成１７年１

月に日本水道協会が制定した。 

急速ろ過方式 

 原水を薬品により凝集沈澱処理して濁質物質をできるだけ沈澱池で除去した

のち、急速ろ過池で１日１２０～１５０ｍのろ過速度で濾過し、さらに塩素消毒を行

う浄水方式である。 

緊急遮断弁 

 地震や管路の破裂などの異状を検知するとロックやクラッチが解除され、自動

的に自重や重錘または油圧や圧縮空気を利用して緊急閉止できる機能を持った

バルブをいう。 

さ行 上水道事業 

 水道事業のうち簡易水道事業以外の、計画給水人口が５,０００人を超える事業

をいう。 

水道ビジョン 

 水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像について、全

ての水道関係者が共通目標を持ってその実現のための施策や工程を示したも

の。平成１６年６月に厚生労働省が策定し、平成２５年３月に新たな「新水道ビジョ

ン」を策定した。 

水道法 

 明治２３年（１８９０）に制定された水道条例に代わる水道法制（昭和３２年法律

177 号）。 

水道により清浄で豊富、低廉な水の供給を図ることによって、公衆衛生の向上と

生活環境の改善とに寄与することを目的としている。 

た行 耐震管 

 耐震性能に優れた継ぎ手構造を持つ水道管で、地震対策だけでなく軟弱地盤

の地盤沈下対策としても用いられる。 

独立採算制 

 独立採算制とは、一般に、企業等が、業務執行上の責任を明確にし、その主体

性を保証するために、当該企業等の独自の計画及び収入をもって経営を行う管

理方式ないし制度のこと。 

は行 配水池 

 給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時蓄える池を

いう。一日最大給水量の１２時間分を標準とする。 
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は行 深井戸 

 被圧地下水を取水する井戸をいう。ケーシング、スクリーン及びケーシング内に

釣り下げた揚水管とポンプからなり、狭い用地で比較的多量の良質な水を得る

ことが可能である。深度によって浅井戸、深井戸を分けるものではない。 

負荷率 

 この比率は水道事業の施設効率を判断する指標の一つであり、数値が大きい

ほど効率的であるとされている。水道事業のような季節的な需要変動がある事

業については、給水需要のピーク時に合わせて施設を建設することとなるため、

需要変動が大きいほど施設の効率は悪くなり、負荷率が小となる。 

普及率 

 現状における給水人口と行政区域内人口の割合。給水普及率は計画給水区域

における人口のうち現状の給水人口との比で、水道普及率とは異なる。 

や行 有収率 

 有収水量を給水量で除したものをいう（％）。 
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